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はじめに

 我が国は 年をピークに人口が減少し続けており、今後はさらに人口減少

が加速していくことが見込まれています。その背景には出生率の低下がありま

す。 歳以上人口の伸びも鈍化していきますが、将来推計人口によれば、全国

の約半数の市町村では既にピークを迎えている一方で、都市部等の市町村では

年以降にピークを迎えることが見込まれており、自治体によって、その状

況は異なります。また、 年の高齢化率は ％と過去最高を更新しました

が、 年に向かって、さらに増加していき、反対に年少人口割合、生産年齢

人口割合は、それぞれ減少していきます。

 年を見据えると、人口減少や人口構造の変化の進行が人々の健康や生活、

そして保健医療介護の提供体制やそれらへのアクセス等に影響を及ぼすことが

懸念され、かつ自治体、コミュニティ、特定集団によっても、その様相は異なっ

ていくことが予想されます。このような状況において、今後、保健師活動はどう

あればよいのでしょうか。「地域における保健師の保健活動に関する指針」（平成

年 月 日厚生労働省健康局長通知）には、保健活動を行う上での の留意事項

が挙げられています。本事業では、これらを踏まえ、次の 点に焦点を当て、既

に生じており、今後、拡大していく可能性がある、人々の健康に関わる格差に対

する自治体保健師の活動実態を明らかにすることを目的としました。

今後、見込まれている医療・介護の複合ニーズを抱える 歳以上人口の増大

等に対し、地域の医療提供体制を検討していくことが必要とされています。また、

生産年齢人口の減少等に伴う医療看護介護の担い手の確保が課題となっていま

す。そこで、 点目は “保健師の地域医療への関わり方”に焦点を当てました。

点目は、“地域を把握しマネジメントする手法”です。自治体保健師の行うマ

ネジメントとは、健康に関わる課題に対処するために、限られた資源の適正な配

分と活用を図りながら、具体的な行動・取組により、自治体としての使命を果た

すことであると考えます。そのマネジメントには、住民に提供される保健医療福

祉介護サービス等の質の保証も加味され、また、健康に関わる格差の是正が目的

の一つとなります。その手法を自治体保健師の活動実態から検討しました。

新型コロナウイルス感染症パンデミックを経験した我が国では、 年に感

染症法等が改正され、これに伴い、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」

も改正され、統括保健師の役割として健康危機管理を含めた地域保健施策の推

進が明記されました。このような状況を受け、「地域における保健師の保健活動

に関する指針」の見直しも始まっています。

本報告書が、保健師活動指針の見直しや各自治体等における 年を見据え

た今後の保健師活動の検討の一助になれば幸いです。

令和 年 月      分担事業者 春山早苗（自治医科大学看護学部）
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Ⅰ 事業概要 

1．目的 

 2040 年を見据えると、人口構造や社会環境等の変化により健康課題が複雑化・多様化し、
自治体間の地域格差も拡がっていくことが予想される。また、感染症法等の改正に伴い、
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、統括保健師の役割として健康危
機管理を含めた地域保健施策の推進が明記されたほか、地域における健康危機管理の拠点
である保健所の体制・機能がさらに強化されたことを受け、健康づくり等の地域保健施策
及び健康危機管理を担う保健師の一層の役割発揮が求められている。このような背景を踏
まえ、保健所（を含む都道府県）及び市町村の統括保健師をはじめとした保健師の活動実
態を明らかにし、それに伴う保健師の配置や体制、保健師活動等に関する現状・課題の整
理や今後のあり方を検討する。 
 

2．事業実施経過・事業結果の概要 

1）班会議の開催 
①第 1 回 
◇日時：令和 6 年 6 月 18 日（火）18－20 時  
◇開催方法：ZOOM による Web 会議 
◇議事内容（目的）： 
・事業の概要について 
・自治体の取組状況等の実態把握のための令和 6 年度保健師中央会議事前アンケート活用 

の検討 
・都道府県及び市町村保健師への調査方法・調査内容の検討 
◇出席者数：14 人 
②第 2 回 
◇日時：令和 6 年 7 月 23 日（火）18－20 時  
◇開催方法：Web 会議 
◇議事内容（目的）： 
・保健師中央会議の事前アンケートの結果（本事業関連）について 
・ヒアリング対象候補自治体の検討 
・都道府県保健師へのインタビューの対象・内容の検討 
・市町村保健師への調査およびインタビューの方法・対象・内容の検討 
◇出席者数：19 人 
③第 3 回 
◇日時：令和 6 年 9 月 12 日（木）18－20 時  
◇開催方法：ZOOM による Web 会議 
◇議事内容（目的）： 
・ヒアリング対象自治体の決定について 
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・ヒアリングの役割分担について 
・ヒアリングの方法・ヒアリング内容の検討 
・ヒアリング結果のまとめ方の検討 
◇出席者数：20 人 
④第 4 回 
◇日時：令和 6 年 12 月 15 日（日）10-17 時  
◇開催方法・場所：ハイブリッド開催 AP 東京八重洲Ｊルーム＋ZOOM 
◇議事内容（目的）： 
・都道府県・保健所設置市・市町村のヒアリング結果（各自治体のヒアリング報告）につ 

いて 
・ヒアリング結果全般からの考察（保健師の配置や体制、保健師活動等に関する現状・課 

題、今後のあり方） 
◇出席者数：会議室 11 人 ZOOM 5 人 
⑤第 5 回 
◇日時：令和 7 年 2 月 22 日（土）10-12 時  
◇開催方法：ZOOM による Web 会議 
◇議事内容（目的） 
・追加ヒアリングの結果報告について 
・地域を把握しマネジメントする手法の検討 
・保健師の地域医療への関わり方の検討 
・ヒアリング結果全般からの考察 
◇出席者数：17 人 
 
２）情報収集 
①令和 6 年度保健師中央会議における情報収集 
◇目的：2040 年を見据えた保健師活動のあり方、特に地域を把握しマネジメントする手法
および保健師の地域医療への関わり方を検討するために、都道府県および市町村の統括保
健師をはじめとした保健師の活動実態を明らかにすること。具体的には、自治体保健師が
認識している取り組むべき（健康）格差の問題に対する活動実態。 
◇実施時期：令和 6 年 10 月～令和 7 年 1 月 
◇ヒアリング対象：都道府県保健師は北海道 1 人、福島県 2 人、愛知県 1 人、島根県 2 人、
山口県 5 人、鹿児島県 4 人。保健所設置市保健師は浜松市 1 人、大津市 1 人、八尾市 3 人、
倉敷市 2 人、保健所設置市以外の市町村保健師は東栄町 1 人、福知山市 1 人、西脇市 1 人、
養父市 1 人、雲南市 2 人、肝付町 1 人 
◇ヒアリング方法及びヒアリング内容： 

2040 年に向けて自治体保健師が優先度高く取り組むべきと認識している（健康）格差に
対する取組・活動について、インターネット等から情報を収集し、概要を把握した上で、
対面または遠隔会議システムによるインタビューを 1 回 60～90 分実施した。 

インタビューガイドは、当該取組・活動の実施に至った経緯、取組・活動の内容・方法、
その方法を選択・決定した経緯、取組・活動方法の評価（成果や課題）、当該取組・活動
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の推進に必要であったこと・後押しになったこと等、とした。 
 

3）専門家会議（2040 年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会） 
◇目的： 

地域における保健師の活動は、地域保健法及び同法第４条第１項の規定に基づき策定さ
れた「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成６年厚生省告示第 374 号。以下
「地域保健指針」という。）により実施されている。これらの地域保健対策の主要な担い
手である保健師がその専門性を発揮できるよう「地域における保健師の保健活動について」
（平成 25 年４月 19 日厚生労働省健康局長通知。以下「保健師活動指針」という。）を策定
している。 

2040 年に向けて、さらなる人口構造や社会環境の変化を迎える中で、引き続き地域にお
いて保健師が保健活動を展開していくためには、自治体保健師の確保・育成を含め、施策
の優先順位や重点化を意識し、効率的・効果的に保健活動を進めていく必要がある。保健
師活動指針と一体的に運用されている現在の地域保健指針の内容との整合を図るとともに、
2040 年を見据えた地域における保健師の保健活動のあり方を議論することとする。 
①第１回検討会 
◇日時：令和６年 12 月 25 日（水）14-16 時  
◇場所：AP 東京八重洲 R 会議室、Web 会議（Zoom）とのハイブリッド開催 
◇議事： 
・検討会の設置について 
・2040 年を見据えた保健師活動のあり方について 
（意見交換）  
・その他 
②第 2 回検討会 
◇日時：令和７年２月 20 日（木）14-16 時  
◇場所：AP 東京八重洲 S 会議室、Web 会議（Zoom）とのハイブリッド開催 
◇議事： 
・地域保健を実施するにあたり必要な能力と具体策について  
・ヒアリング  
・その他 
 
検討会資料 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128580_00015.html 
 

３．事業実施期間 

 令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 
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Ⅱ 事業内容－2040 年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討 

1．目的 

  2040 年を見据えると、人口構造や社会環境等の変化により健康課題が複雑化・多様化
し、自治体間の地域格差も拡がっていくことが予想される。令和 5 年度の厚生労働省委託
事業「保健所業務等の在り方に関する調査」における有識者会議「地域保健対策・保健師
活動ワーキンググループ（座長 尾島俊之）」の報告書においても、都道府県が各市町村
の状況を俯瞰し格差が生じやすい地区に対する均てん化を図ること、地域の実情に応じた
業務の優先順位付け、画一的な手法ではなく自治体の規模等によってとりうる地域保健対
策の実現策を示していくこと、地域ケアシステム構築に向けた医療介護連携等の取組強化、
保健師の各種計画への関与の必要性が示されている。 
 以上を踏まえ、2040 年を見据えた保健師活動のあり方、特に “保健師の地域医療への関
わり方” および“地域を把握しマネジメントする手法”を検討するために、都道府県及び市
町村の統括保健師をはじめとした保健師の活動実態を明らかにすることを目的とする。こ
れにより、2040 年に向けた保健師の活動体制や活動方法の示唆を得る。 
 

2．方法 

1）調査対象者：厚生労働省保健指導室の協力を得て令和 6 年度保健師中央会議の事前調査
で収集した 2040 年に向けて自治体保健師が優先度高く取り組むべき（健康）格差の問題と
それに対する取組、文献及びインターネット上で公表されている取組や本事業組織メンバ
ーのもつ情報に基づき、本事業組織メンバーで検討の上、都道府県、保健所設置市、市町
村の自治体種別毎に選定した。 
2）調査方法及び調査内容：選定理由となった取組・活動について、インターネット等か
ら情報を収集し、概要を把握した上で、対面または遠隔会議システムによるインタビュー
を 1 回 60～90 分実施した。インタビュー内容は対象者の許可を得て録音した。インタビュ
ーガイドは、当該取組・活動の実施に至った経緯、取組・活動の内容・方法、その方法を
選択・決定した経緯、取組・活動方法の評価（成果や課題）、当該取組・活動の推進に必
要であったこと・後押しになったこと等、とした。 
3）調査期間：令和 6 年 10 月～令和 7 年１月 
4）倫理的配慮：調査の趣旨・方法、調査協力の任意性、収集した情報の取り扱い等につ
いて文書を用いて口頭で説明し、文書により同意を得た。 
5）分析方法：録音したインタビュー内容から逐語録を作成した。各自治体のインタビュ
アーが逐語録や収集した資料に基づいて、2040 年を見据えた対象自治体の状況、聴取した
取組・活動を必要とする課題、当該取組・活動の特徴、当該取組・活動の成果、当該取
組・活動の課題と対応、“保健師の地域医療への関わり方”を検討するためのインタビュー
内容については加えて、保健師が地域医療の計画・施策等に関わる必要性を整理した。 
これらの各自治体の取組・活動の整理された内容について、班会議において自治体種別も
考慮して比較し、それらの共通性、特徴や課題等から目的を追究した。 
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3．結果 

1)“保健師の地域医療への関わり方”に関する取組・活動 
 “保健師の地域医療への関わり方”に関する取組・活動については、3 都道府県 1 保健所設
置市の 4 つの取組・活動を対象とした（表 1、資料編の活動事例 1～4 を参照）。 
 これらの取組・活動の特徴には、活動体制については、看護政策所管部署に（統括）保
健師を配置、看護職員の新規養成確保、就業定着（離職防止）、再就業促進、人材育成を
一体的に行う体制や、保健師が医療計画策定に関与する体制があった。 

企画・実施については、本庁担当部署主導で、保健所の地域職域連携推進事業における
働く世代への健康増進施策を展開していたり、本庁担当部署が得た情報を保健所と共有し、
圏域毎に健康課題を踏まえた具体的な取組が見出せるよう働きかけていたり、調査による
看取りの現状把握に基づき本庁が ACP・看取り推進の事業を企画、保健所圏域単位で市町
村の取組強化支援をしていたりした。また、看取り体制づくりのための小離島である市町
村支援や厚生労働省職員派遣事業等を活用して伴走型の市町村支援を実施していた。さら
に、都道府県保健所単位で看護管理者との連携会議を開催していたり、地域医療の課題へ
の対応策を検討する、住民、医師会、訪問看護ステーション等が参加する地域毎のワーキ
ンググループへ参加したりしていた。 

連携については、都道府県看護協会と連携していたり、中山間地域の健康づくり活動を
カバーするために医師会所属の地域支援看護師と役割分担したりしていた。 
 課題には、本庁と保健所等出先機関において、保健師の配置をどうしていくかという
「保健師の活動体制」、都道府県、市ともに PDCA サイクルを回していく「保健師のマネ
ジメント力」、「活動の評価（指標）」、「本庁と保健所の相互理解」、「住民や関係者と健康
課題や今後の地域の姿を共有すること」、自治体保健師を含む「保健医療従事者の確保・
育成」や「地域資源の不足」があった。 
 
2）都道府県における“地域を把握しマネジメントする手法”に関する取組・活動 
 都道府県における“地域を把握しマネジメントする手法” に関する取組・活動については、
3 都道府県の 4 つの取組・活動を対象とした（表 2、資料編の活動事例 5～8 を参照）。 
 これらの取組・活動の特徴には、活動体制については、県立大学に健康増進センターを 
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設置し健康データベースの管理運営等のセンター業務の検討に保健師も関与していたり、
取組・活動の要を市町村・県保健所の統括保健師としていたりした。 
 企画・実施については、従来から本庁主導で実施していた保健所単位の管内市町村地域
診断に健康データベースを活用・これにより地域・職域連携推進協議会で圏域毎の健康課
題を共有し健康増進計画の評価及び進行管理をしていたり、県保健所と市町村との協働に
よる災害時保健活動体制整備の推進のために本庁（統括）保健師が既存事業を見直し、各
取組・事業を連動させ PDCA サイクルを回していたり、県の最上位計画に位置づけられた
健康寿命延伸プロジェクトが推進されるよう本庁保健師が流れをつくり、開始時から評価
体制・評価方法を決定し本庁保健師が評価を推進したりしていた。また、保健所と市町村
による地域保健活動を推進するための事業化していたり、市町村の要請による健康データ
ベースのオーダーメイド解析を行い、事業展開や評価に助言していたり、本庁・保健所・
特定町村の会議の場を設け人材確保のノウハウや情報の提供・特定町村の保健活動の PR・
特定町村への県保健師派遣をしたりしていた。さらに、先達の重点地区活動の展開や他自
治体の取組を参考にしていたり、本庁（統括）保健師が市町村保健師との顔つなぎの場や
機会をもったりしていた。 
 連携については、庁内連携体制の構築により他の部局の取組に健康づくりをプラスワン
してもらったり、保険者等との連携による働き盛り世代へのアプローチをしたりしていた。 
 課題には、データを活用できる人材の育成・確保やデータ活用のための支援体制の強化
といった「データ活用のための体制づくり」、「市町村の実情に合わせた支援と取組・活動
の成果の共有」や「管理期層の育成、人材育成の標準化」があった。 
 
3）保健所設置市における“地域を把握しマネジメントする手法”に関する取組・活動 
 保健所設置市における“地域を把握しマネジメントする手法” に関する取組・活動につい
ては、3 市の 3 つの取組・活動を対象とした（表 3、資料編の活動事例 9～11 を参照）。 
 これらの取組・活動の特徴には、活動体制については、庁内保健師の横のつながりづく
りや定期的な協議会の開催による医療と保健の連携体制があった。 
 企画・実施については、健康まちづくり科学センター作成「あなたのまちの健康診断」
（小学校区別）を活用したり、保健師の地区担当制と出張所等との連携で培った地域との 
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信頼関係に基づいて地域診断を活用した健康づくりを行っていたり、調査に基づく(健康）
課題の明確化、目標・指標の設定、データに基づく評価と PDCA サイクルを回しながらラ
イフコースアプローチを踏まえて保健活動を展開したりしていた。また、大学と協働し、
地域の新たな担い手となる学生を発掘したりしていた。 
 連携については、保健活動における保健師・歯科衛生士・栄養士の連携を強化していた
り、プロジェクトや連絡会を活用して部局を超えて連携したり、当該自治体活性化を目指
す多分野事業と連携したりしていた。また、地域での事業化に向けた産学官連携等により、
大学や企業と協働していた。さらに、医師会・歯科医師会と連携・協働したり、地域組織
と協働したりしていた。 
 課題には、保健師のデータ分析力の維持・向上、個別データと集団データを組み合わせ
たデータの解釈・活用やデータの可視化と共有といった「保健師のデータ活用力」、地域
診断を踏まえ PDCA サイクルを通じて地域単位の取組の拡大といった「保健師のマネジメ
ント力」、企画段階からの「評価指標の設定」や「自治体保健師の定着と育成」があった。 
 
4）保健所設置市以外の市町村における“地域を把握しマネジメントする手法”に関する取 

組・活動 
 保健所設置市以外の市町村における“地域を把握しマネジメントする手法” に関する取
組・活動については、6 市町村の 6 つの取組・活動を対象とした（表 4、資料編の活動事例
12～17 を参照）。 
 これらの取組・活動の特徴には、企画・実施については、保健・介護予防事業の全体を
整理し、既存事業・新規事業を効果的に連動させていたり、対象者の選定基準の見直しや 
医師会との連携によりターゲットを明確にしたりしていた。また、当該市町村の構想も踏
まえ健康調査をベースに EBPM を意識して計画を策定していたり、直営シンクタンクの支
援により事業評価・精度管理をしたりしていた。さらに、地域特性を踏まえて事業を展開
し、活動内容について民生委員、自治会長、消防団と共有していたり、限界集落対象の事
業をとおし集落間格差と人と繋がり続ける必要性を住民と共有したりしていた。その他、
ケアマネジャー・住民のネットワークを活かし支え合いの仕組みづくりをしたり、ICT を
活用した高齢者間のつながりづくりをしたり、かかりつけ医との連携による社会的処方の
しくみづくりをしたり、専門職リンクワーカー（ヘルスコネクター）の養成や異分野人材
の発掘と育成を通じた「つなぎ先」の開拓をしたりしていた。また、地域自主組織と地域 
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包括ケアの目標を共有し施策の枠を超えて横軸展開をしたり、国のモデル事業を活用した
りしていた。 
 連携については、福祉と健康危機専門家によるアプローチをしたり、利用可能な資源の
洗い出しと協力依頼をしたり、三師会、大学、企業等多様な関係機関と協働したりしてい
た。また、民間による高齢者対象の ICT 見守り機器導入への助成をしたり、住民の生活圏
域の実態に即して他市町村と広域連携をしたりしていた。 
 課題には、「ICT を活用した取組の財源確保」、「市町村広域連携による事業にあたっての
調整」、取組・活動の浸透に影響する「地区単位の自助・共助の状況や地域自主組織活動
の担い手不足」、「活動の効率化」、医療福祉以外の部局も含めた「庁内連携」、医師会や医
療機関といった「医療との連携強化」、従来の保健師活動の伝承や次世代保健師の育成と
いった「自治体保健師の人材育成」があった。 
 
4．考察 
 結果から、2040 年を見据えた保健師活動のあり方について、以下のことが示唆された。 
 自治体種別に関わらず、 

 人口構造や地域資源の差も踏まえて 2040 年の地域の姿を描き、地域医療・介護提供
体制を支えていく活動をしていく 

 地域診断・データに基づき PDCA サイクルによる保健活動を実施していく 
 関係者・関係機関、住民や地域組織と地域課題を共有していく 

 加えて、 
 都道府県においては、本庁で当該自治体施策も踏まえた方向性を定め庁内連携も図り

ながら事業を企画していく。そして、保健所と市町村との協働体制強化の仕掛けをつ
くり、保健所が、必要時、市町村を支援できるよう連携していく 
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 保健所設置市においては、医療・介護の複合ニーズを有する高齢者の増大に備え、多
分野及び多様な主体と連携し、担い手づくり・地域づくりを行っていく 

 保健所設置市以外の市町村においては、地域資源や新たなアプローチの可能性を探り、
健康に関わる地域課題に対応する人づくり・仕組みづくりにより、複合的な問題を抱
える対象も受けとめ（把握され）､支える地域づくりを行っていく。また、地域医療
や地域資源の減弱による影響を把握し、対応していく。 

 
 一方、2040 年を見据えた保健師活動の課題として、結果から以下のことが考えられた。 

 都道府県における保健師の活動体制 
 保健師のマネジメント力、取組・活動の評価と共有 
 データ活用のための体制づくり、保健師のデータ活用力 
 保健師の人材育成 
 住民や関係者と健康課題や今後の地域の姿を共有すること 
 都道府県における本庁と保健所との連携 
 市町村における庁内連携、医療機関との連携強化 
 市町村における新たなアプローチに関わる財源や調整 
 市町村における活動の効率化 
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活動事例 －北海道－「看護職員の地域偏在解消に向けた看護職員確保の取組」

取組・活動のポイント
 看護政策所管部署に（統括）保健師を配置し看護職員の新規養成、就業定着（離職防止）、再就業促進、  

人材育成を一体的に行う
 道立保健所単位の看護管理者との連携会議の実施等、各圏域の取組との連携による北海道に合った仕組みづくり
 道看護協会との連携

． 年を見据えた北海道の状況
・歴史的に看護政策所管部署に統括保健師（統括保健師
ができる前は保健師全体のまとめ役）が配置されている。この
ポストが看護職員確保対策を行うものと位置づけられている。

．本取組・活動を必要とする課題
・北海道の看護職員数は、 年毎の看護職員従事者届で、
令和 年までは増え続けていたが令和 年の調査で初めて減
少に転じた。
・人口 万対就業看護職員数を見ると、令和 年 月末
現在、二次医療圏別では、 圏域中東胆振、日高、富良
野、宗谷、根室の 圏域で全国平均を下回っており、看護職
員の地域偏在が課題となっている。
・ 床当たりの看護職員数（常勤換算）は、人口当たりの
病床数が全国平均より多いことも影響し、全国平均を下回っ
ており、二次医療圏別では 圏域中 圏域で全道平均を
下回っている（令和 年医療施設調査）。
・看護職員確保は年々困難になっており、病床閉鎖等医療
提供体制にも影響が出ており、この問題は議会やニュースでも
取り上げられるほか、市町村や様々な団体からも要望が寄せら
れている。一方で、看護師養成校は、少子化の影響により、
定員割れや閉校が生じている。
・地域医療構想の会議においても、医療従事者の確保が課
題となる中、看護職員の確保や専門性の発揮について話題と
なっている。

．本取組・活動の特徴
）看護政策所管部署に（統括）保健師を配置し看護職
員の新規養成確保、就業定着（離職防止）、再就業促
進、人材育成を一体的に行う。

  看護政策所管部署に看護職が配置されていることによって、
相互に関連している新規養成、就業定着（離職防止）、再
就業促進、人材育成を一体的に取り組みやすい。
）道立保健所単位の看護管理者との連携会議
地域偏在がある中、地域の実情や課題に応じた看護職員

の確保対策を展開するため、道立保健所単位で、看護管理
者との連携会議等を開催し、看護連携や看護職員確保につ
いての検討を積み重ねてきている。北海道は広く、市町村数も
多いため、本庁が全道を把握する限界があり本庁と各保健所
の連携が重要。
）道看護協会との連携

・道看護協会に様々な看護職員確保事業を委託。地域の看

護職員の不足を解消するために、派遣調整などを行う人材を
配置し、地域応援ナース事業や助産師出向支援事業を実施
している。
・地域応援ナース事業は、未就業または退職予定者の保健
師・助産師・看護師・准看護師を都市部から看護職員不足
地域の医療機関等へ派遣する事業であり、道内外から応募
があり、派遣終了後も地域で継続した就業につながるケースも
ある。事業の一環として事業内容を検討する会議も開催され、
医師等も入り、地域の現状を把握し、様々な課題を検討でき
る重要な場となっている。
・看護政策において道看護協会との連携は欠かせず重要。事
業委託に限らず全道の看護職員確保対策にかかる課題や取
組の方向性について打合せや会議を行っている。
）訪問看護推進事業の展開
令和 年度から、北海道総合在宅ケア事業団に事業を委

託し、第三次医療圏域毎に拠点となる「協力ステーション」をつ
くり、新人看護師の教育のフォローや訪問看護ステーションの管
理者へのフォローを実施している。

在宅医療の推進は、これまでも保健師が大切にしてきたテー
マであり、今後さらに重要となる。
）道立保健所との連携による北海道に合った仕組みづくり
北海道は広く、市町村数も多いため、国がつくったスキームを

そのまま適用しづらく、何事も北海道に合った仕組みを構築す
ることが大切である。地域の実情に詳しい道立保健所から情
報を集め、保健所の意見を聞き、相談しながら進めている。

．取組・活動の成果
・看護職員が不足している医療機関等にとっては、経験豊かな
看護職員が就業することで、スタッフの負担軽減が図られ、未
就業の看護職員にとっても、地域で、医療・看護に携わりなが
ら、自己研鑽につながる機会となっており、派遣終了後も地域
で継続した就業につながるケースもある。
（応援者数 年度 人、 年度 人、 年
度 人、うち就業者数は 年度 人、 年度 人、

年度３人）
・道立保健所単位の看護管理者との連携会議により、医療
機関の看護管理者等との連携が強まり、 対応にも
生かされた。
・訪問看護推進事業では、第三次医療圏毎に協力ステーショ
ンを置くことで、広域な道内で、地域のステーション支援を充実
させることができた。
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．取組・活動の課題と対応
・看護職員の偏在解消の評価が難しい。医師や薬剤師は国
から偏在指数が示されているが、看護職員については今のとこ
ろ示されていない。また、看護職員の需給見通しについては、

年に向けて新たに検討されると思われ、今後、参考として
いきたい。
・本庁の保健師が 人と少ない一方で、保健師配置の要望
は増えている。また、保健所保健師も欠員を抱えており、地域
医療について保健師が役割を発揮していくためには保健師の
活動体制の検討が必要である。

．保健師が地域医療の計画・施策等に関わる必要性
・看護職員確保が困難な現状において、地域の関係機関を
巻き込んで医療や保健福祉を今後どうしていくかを考えていか
なければならない状況となっており、看護政策所管部署に看護
職がいる意義は大きい。
・保健師の家庭訪問や地区活動等の目指すところは施策の
具現化や地域づくりであり、それを動かしていくのが各種計画で
ある。住民の声等を反映させるためにも、保健師が医療計画に
関与することが求められている。保健師活動で把握したことや、
保健師活動の成果を計画に反映させることが重要であり、計
画の評価が保健師活動の評価にもつながる。そのため、保健
師が計画とつながって取り組む意義は大きい。
・ジョブローテーションで保健所の企画部門を経験することや、事
業担当課においては管理職がサポートして地域医療について
意識的に学べる環境を整えることが必要である。
・保健師は、医療との連携を図るために医療政策・看護政策
への関心や知識をも持って保健所の事業を実施する意識が必
要である。

参考
・北海道医療計画（ 年度～ 年度）
第 章 医療従事者（医師を除く）の確保

・北海道看護協会ナースセンター

（応援ナースの動画あり）
・北海道ホームページ「訪問看護推進事業」について
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活動事例 －山口県－「健康増進計画と医療計画（循環器病対策）との連動」
取組・活動のポイント

 健康増進計画と医療計画の疾病別対策との連動
 本庁主導による保健所の地域職域連携推進事業における働く世代への健康増進施策の展開
 他課との活動や会議等をとおして得た情報を保健所と共有し、圏域毎に健康課題を踏まえた具体的な取組が見出せる

ようにする

． 年を見据えた山口県の状況
・ 年 月 日現在の高齢化率は ％で全国３位、
全国に先行して高齢化が進行している。
・医療機関の偏在があり、高度医療機関は山陽側に存在、
山陰側からのアクセスに時間を要する。
・医療機能の偏在があり、急性期機能及び慢性期機能が多く、
回復期機能が少ない状況にある。高齢化の進行に伴い、在
宅医療が、今後、増大する慢性期の医療ニーズの受け皿や看
取りを含む医療提供体制の基盤として重要となっている。

．本取組・活動を必要とする課題
・国の方針に沿い、 や を医療計画における分野
別の対策に位置づけており、一方で健康増進計画もあるが、
ベースには健康増進政策（予防的取組）があり、両方とも病
診連携や医療格差が問題になっている。
・がん以外の生活習慣病（心疾患、脳血管疾患等）の年
齢調整死亡率が非常に高い。特定健診の受診率も低いため、
健診での早期発見が十分にできていないといえる。
・予防的な啓発も十分行き届いていないのではないかと思われ、
保健事業と医療をつないでいくことが最も重要である。

．本取組・活動の特徴
本庁健康増進課の保健師は医療計画における循環器病

対策を作成、また医療計画の承認を得る医療審議会の事務
局に入っている。その他、担当課に保健師がいる場合には保健
師が作成している。
）健康増進計画と医療計画の疾病別対策との連動

 健康増進計画の見直しにおける、人口動態や医療の治療
率等による現状分析に基づいて医療計画の疾病別対策（循
環器病対策）を策定。策定にあたっては、今後、どう取り組む
べきか、また県、市町、医療関係団体、それぞれの役割を意識
している。循環器病対策における再発防止の取組については、
医療機関だけではなく、在宅移行後の療養体制、リハビリや生
活習慣の改善を健康増進計画に反映させるなど、保健と医療
との連携による取組を進めている。
）本庁主導による保健所の地域職域連携推進事業におけ
る働く世代への健康増進施策の展開

・本庁では、心疾患や脳血管疾患の年齢調整死亡率が高い
ので循環器病対策に最も力を入れるべきだと考えている。地域
職域連携推進事業の県の会議で循環器病対策の取組を依
頼。保健所とも連携しながら取り組んでいく体制をとっている。
・山口環境保健所では管内のデータを分析した結果、県全体
と同様の結果が出たため、地域職域連携推進事業を活用し
て、管内の集まりや研修など管内の課題解決に向けた取組を

検討している。
・宇部環境保健所では、元々、特定健診やがん検診の受診
率が低く、女性のがん検診受診率を課題に地域職域連携推
進事業の圏域の取組として継続してきたが、本庁の方針に沿っ
て循環器病対策にも徐々に力を入れていく予定である。保険
組合や協会けんぽとの連携や商工会とも連携し、女性のがん
検診の受診率が低いという課題を共有し、商工会の女性部に
アプローチして普及啓発を行っている。
・本庁の事業担当の保健師の役割は、施策や健康課題の打
ち出しや、施策等の柱について県民・保健所・市町・関係団体
との協議体における情報共有、そして、協議体で検討されたこ
とを圏域で実施できるようにすることである。また、保健所と市町
との連携を促進するために、会議のあり方、様々な指針や統計
情報を参考として示しつつ、一方で日頃から保健所や市町の
統括的立場の保健師から情報を得て現場把握に努めている。
・保健所は市町村の健康づくり推進協議会等にオブザーバーと
して入っている。また、保健所の統括保健師は市町村の統括
的な立場の保健師と健康課題や保健事業について話し合い
の場を持つなど顔の見える関係づくりに努めている。
）他課との活動や会議等をとおして得た情報を保健所と共
有し、圏域毎に健康課題を踏まえた具体的な取組が見出
せるようにする

・山口生活習慣病予防研究会や地域ケア会議等の既存の
組織体や会議等において圏域内の連携を図りながら、各圏域
において課題や対策が検討されている。
・しかし、医療資源の偏在があり、圏域によって医療との連携状
況も異なる。健康増進課の調整監（保健師）は国民健康
保険（以下、国保）担当部署と兼務であり、国保団体連合
会の保健事業支援・評価委員会において、循環器病等の県
の課題について情報発信したり、保健担当部署との連携などに
ついて市町村へ助言指導をしたり、そこで把握したことに基づき、
小規模市町村への支援について保健所へ働きかけたりしている。
他課との活動や会議等をとおして得た情報を保健所と共有し、
圏域毎に健康課題を踏まえた具体的な取組が見出せるように
している。

．取組・活動の成果
・協会けんぽの特定健診の受診率が徐々に上がってきている。

．取組・活動の課題と対応
・他県に比べると、まだまだ特定健診の受診率が低い。国保や
被扶養者の受診率がなかなか上がらない。受診率をどう上げて
いくかが課題である。医師会の協力を得て受診率を向上させる
ために、地域職域連携推進事業の県の会議で働きかけるとと
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もに、圏域の同事業の活用を市町村へ促している。
・重症化予防における医療従事者の質の向上が課題であり、
医療従事者向けの研修等を関係機関と連携しながら実施し
ていく。
・健康増進課の保健師は保健師の人材育成も担当している。
目標は同じでも配置された部署によって求められるアプローチが
異なる。シームレスな視点を持てるよう、県立大学の協力を得
て実施している中堅期を対象とした研修において、担当事業を
持ち寄り の見直しをしている。県、市町からの手挙げ方
式で、自治体を超えてグループ分けをし、関連施策も踏まえ、ま
た所属のサポートも得ながら取り組む。これを最も力を入れてい
きたい循環器病対策で実施していく。近年、保健所では保健
師が中心となって健康増進施策に取り組んでいく経験が少な
いので、人材育成とともに保健所による市町支援の機能強化
にもなる。
・県の健康課題について医療関係者との共有が十分ではなか
ったと実感しており、共有の機会をつくっていく。

．保健師が地域医療の計画・施策等に関わる必要性
・保健活動は健康づくりに取り組む人や運動する人を増やすこ
とが目的ではなく、健康寿命の延伸や の向上のためであ
り、そのために生活習慣病の予防が必要であるというメッセージ
を県民へ正しく伝えていく必要がある。保健師は医療職だからこ
そ、そのような役割があり、また、事業・施策は医師をはじめとし
た様々な職種と取り組むものであり、保健師のマネジメント機能
が活かされる。
・保健活動は医療と切り離しては進められず、保健事業が医
療対策にどうつながっていくのかを認識する必要がある。例えば
難病保健活動であれば、入院先の確保や専門医と在宅医の
確保等医療体制に踏み込まざるを得ない。精神保健活動も
然りである。循環器病対策についても、保健事業だけでは対
応できず医療との連携をどう考えるのかが重要である。

参考
・山口県保健医療計画

・「健康やまぐち 計画（第 次）」について
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活動事例 －鹿児島県－「看取り体制づくり及び効果的な介護予防事業のための市町村支援」
取組・活動のポイント

 医療資源の乏しい外海小離島の看取り体制づくりのために、阻害要因の分析、協議の場の確保、広域に及ぶ医療機
関や県、国の機関との調整を保健所が担う

 調査による看取りの現状把握に基づき本庁が ・看取り推進の事業を企画、保健所圏域単位で市町村の取組強
化支援

 効果的な介護予防事業に向けた市町村支援のために厚生労働省職員派遣事業厚生局アドバイザーも活用して伴走
型支援を実施

． 年を見据えた鹿児島県の状況
・医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ 歳以上人口が急速に
増加し、 年にピークを迎える見込み。
・人口 万人の市から 人の村まで、市町村規模が様々
であり、県内市町村の 割が離島にある。 つの離島振興対
策実施地域 離島を有する島嶼の多い県である。
・医師の偏在等の現状や資源が異なる。

．本取組・活動を必要とする課題
・外海小離島では、医療や介護の提供体制や専門職の人材
は十分ではない。しかし、疾病や加齢に伴い生活を継続するこ
とが困難になったとしても、住民が希望すれば、住み慣れた島で
の看取りニーズに対応する必要がある。
・鹿児島の離島では、医師が常駐していない診療所もあり、救
急搬送の課題がある。十島村、三島村は常駐医師がいないと
いう非常に特殊な地域環境であり、保健所の支援が必要であ
る。
・ のガイドライン に沿った看取りが進められるよう、その普及
啓発が必要となっている。第 次医療計画策定の前に実態調
査をした結果、最期を迎えたい場所は自宅だが、実際には施
設や病院が多い状況は続いているものの、自宅での看取りは
増えている。また、市町村では住民向けの研修会など の
普及啓発が進んでいる。令和 年度には施設を対象に調査を
し、その結果によると，施設ごとに取組の差が見られていた。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

（厚生労働省、平成 年 月改訂）
・県として介護予防市町村支援事業や保険者機能強化支
援事業により市町村支援をしてきたが、市町村によって状況や
資源等が異なり、画一的な研修会の実施だけでは限界がある。

．本取組・活動の特徴
）外海小離島十島村における看取り体制づくり

・島での看取りの阻害要因について、役場職員、住民、診療
所看護師等から意見聴取し、保健所と地域包括支援センタ
ーで検討した。その結果、阻害要因は「医療資源」「介護力」
「看取りに関する関係者の認識」「制度の理解・周知」に整理さ
れた。阻害要因の中から、遺体の処置方法や搬送に関する手
順、島での看取り支援が可能となるような課題や条件、それに
対する対策等を抽出・検討した。 年度に村役場、保健
所やへき地医療拠点病院、へき地診療所、県警などで構成さ
れた「看取りの在り方検討会」を開催した。 年度に看取り

にあたって、重要な問題となる死亡前後の関係機関・団体の
対応についての考え方や事務的手順をまとめたマニュアルを作
成し、関係機関・団体で共有した。
・ ～ 年度には、「マニュアル改定に関する検討会」を
開催し、船内での看取りの経験も踏まえて、様式や搬送方法
（船で死亡した場合の対応やヘリ搬送等）等、マニュアルを改
定した。
・村が中心となって、支援方法の共有や意見交換のための診
療所看護師等研修会や、看取り支援の課題や対応等を検
討するためのデスカンファレンスも実施した。
・検討会や研修会は村主体で継続されており保健所保健師
も出席。保健所保健師は側面的な支援を行い、住民の声や
市町村の悩みを把握しながら情報提供をしている。また、医師
不在時における診療所看護師の対応のために、マニュアル化に
取り組んでおり、また約 か月に 回開催している診療所看護
師を対象とした研修会でも取り上げている。
）調査による看取りの現状把握に基づき本庁が ・看取
り推進の事業を企画、保健所圏域単位で市町村の取組
強化支援

・ の普及啓発や実践に係る事業を令和元年度から予算
化し開始。事業は委託。
・今後は，市町村の取組強化のために、各地域で県が養成し
た ファシリテーターを活用した事業を実施する（令和 ～
年度の 年間の予算を確保）。まずは保健所と課題を共有

する場を設定していく。
）効果的な介護予防事業に向けた市町村支援のために  
厚生労働省職員派遣事業や九州厚生局アドバイザー派
遣も活用して伴走型支援を実施

・課題解決のプロセスに寄り添い、市町村の実情や課題に応じ
た個別具体的な支援を行うために、従来の介護予防市町村
支援事業と保険者機能強化支援事業を令和３年度から一
体的に運用した伴走型個別支援を計画。市町村現場を熟
知していない県職員が市町村支援のノウハウを学び横展開し
ていくために厚生労働省職員派遣事業を活用。支援先には
市町を選定。うち 市は先駆的取組をしており、さらなる発展
を目指すためには外部有識者の支援が必要であった。他方の
町は通いの場を町全域に拡げることという、どの市町村において
も課題となりやすいことであったため、横展開しやすいと判断。
・厚生労働省職員派遣事業の活用においては、派遣職員の
認識と市町村の認識の擦り合わせや調整など県庁の役割が
大きい。また、当初は県庁と市町村の事業というスタンスであっ
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たが、市町村とのミーティングに保健所の参加を得る中で、保健
所を巻き込みながら市町村を支援していく重要性が認識された。

．取組・活動の成果
・十島村では複数の事例の看取り支援を行うことができた。また、
これらの看取りを行う過程で生じた課題や成果を、関係機関・
団体で情報共有、再検討し、マニュアルの改定を行った。
・効果的な介護予防事業に向けた市町村支援のための個別
伴走型支援については、県担当者（本庁）が支援にあたるこ
とを想定していたが、市町村の困り事を最も把握できるのは保
健所であり、保健所が動いて把握されたことによって的確な調
整がなされ、県庁と保健所、各々の役割を整理する機会とも
なった。
・厚生労働省職員派遣事業を活用した経験に基づき、手挙
げ方式で他の市町村への伴走型支援が継続されている（令
和 年度 カ所、令和 年度 カ所、令和 年度 カ所）。
令和 年度については、県で伴走型支援を カ所実施。

．取組・活動の課題と対応
・外界小離島では“病気になったら島を出る”が通例であり、それ
を変えていくには時間がかかる。
・離島診療所の医師や看護師、行政保健師の人材確保が
課題。医師は、以前は つの島に常駐して、そこから他の島を
巡回していたが、そのような形態は取れなくなっている。 の活
用等を検討しているが、どこまでカバーできるかは未知数である。
看護師も入れ替わりが激しく、人が代わっても対応できるように
看護マニュアルづくりは重要である。また、令和 年度には
実証事業にも参加した。
・県が市町村に寄り添い伴走しながら支援する上では、市町
村の現場に出向き、直接対話することが重要であることから、
県庁と保健所が互いの役割を認識し、市町村が効果的、効
率的に事業に取り組むことができるよう支援していく必要がある。

．保健師が地域医療の計画・施策等に関わる必要性
・医療計画の作成も本庁保健師の業務の一部で、活動の道
標になる。保健師は保健活動をとおして県民の生活状況や患
者・家族の声、関係機関の困り事などの現場の状況を知ってお
り、それを統計情報から見えてきたことと併せて、必要な施策を
具体的に考え計画に反映させるために計画策定に関わる必要
がある。保健師自身が医療計画の策定に関わる意義を認識
する必要がある。
・計画は計画、現場は現場となりがちであるが、保健所の統括
保健師の役割は、そこがつながるように保健師に説明・助言し
ていくことであり、計画に示されている将来も見据えた活動をで
きるようにする必要がある。

参考
・堀之内広子，本砥貴子，宇田英典．外海小離島での看
取り体制構築の試み「看取りに関する事務マニュアル」の作成
およびこれを用いた支援の展開 日本公衛誌， ；

， ．
・宇田英典．在宅医療及び医療・介護連携の取組み～県

型保健所の立場から～．在宅医療及び医療介護連携に関
するワーキンググループ 平成 年 月 日 資料

・鹿児島県保健医療計画（令和 年 月）
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活動事例 －静岡県浜松市（保健所設置市）－
「高齢化率が高く無医地区もある中山間地域における

医療提供体制確保のための医師会と連携した活動」
取組・活動のポイント

 浜松版 推進事業の開始を契機とした中山間地域の課題対応策を検討するワーキンググループへの保健師の  
関わり

 中山間地域医療支援事業における住民アンケートの項目に保健師の意見を反映。また、その結果に基づく課題抽出に
おける住民の声の反映

 中山間地域の健康づくり活動をカバーするために医師会所属の地域支援看護師との役割分担

． 年を見据えた浜松市の状況
・浜松市の中山間地域は、市全体の面積の ％を占める。
浜松市中山間地域振興計画の対象地域は天竜区の全域と
浜名区引佐町の北部。浜松市が政令指定都市へ移行した
際に、旧の天竜市、春野町、佐久間町、龍山村、水窪町の
区域をもって天竜区となった。
・中山間地域には、狭小な可住地、人口の減少、少子化、高
齢化など複数の課題がある。これらにより、地域コミュニティの弱
体化や、産業の担い手不足による生産活動・地域経済の停
滞につながる恐れがあるなど、様々な影響を及ぼすことが懸念さ
れている。
・人口密度は、市全域の 人／ に対して、中山間地
域は 人／ 。 （平成 ）年→ （令和 ）
年の人口減少率は ％。 （令和 ）年の中山間地
域の若齢人口（ 歳以下人口）比率は ％（市全域は

％）で、特に佐久間地域、水窪地域、龍山地域は ％
を下回っている。 （令和 ）年の中山間地域の高齢人
口比率は ％（市全域 ％）。
・中山間地域で活動する市職員の保健師、管理栄養士及び
歯科衛生士が健康づくりセンターに配置されている。
・中山間地域の医療機関は、病院及び一般診療所が計
か所、歯科診療所が か所あるが、無医地区も５か所ある。
・令和 年度から医療政策所管部署に部長級の保健師を配
置。

．本取組・活動を必要とする課題
）中山間地域の保健、医療、福祉の課題

・高齢者世帯や独居高齢者が増える中、できる限り医療や介
護が必要な状態にならないために、生活習慣病等の予防や、
地域特性を踏まえた介護予防や生きがい・健康づくりへの一層
の取組が望まれている。
・医師の高齢化により、医療提供体制の確保が課題となってい
る地域があることや、通院手段に困っている患者が一定数いる
という課題もある。
・介護サービスの提供については、事業所の数が少ないことに加
え、移動距離が長く、送迎や居宅への訪問に時間を要するとい
う課題もある。
）平成 年度の天竜地域在宅医療・介護連携事業「地
域診断」に基づく天竜区の医療・介護に対する提言

浜松市高齢者福祉課が中山間地域を網羅している磐周
医師会に業務委託。磐周医師会が地域診断を実施し、５つ
の提言（①移動手段の確保、②患者は移動ができないので
医師が出向く、③住民への周知と啓発活動、④自治体ごとの
医療・介護＆生活支援マップの作成（旧市町村で社会資源
や交通機関も異なるため地域毎に必要）、⑤天竜区をアピー
ルする）が出され、それに基づき計画立案・実施。医師会が密
に関わったことが、本事業を展開し地域を動かす推進力となっ
た。具体的には、レセプト分析、住民の受療行動分析、へき地
であるため交通機関の分析を行い、その結果を地域住民と共
有するとともに、毎月、市行政と医師会で話し合いながら進め
ていった。
）レセプト分析や住民の受療行動分析を担当した健康医
療課と保健師との連携

 地域診断後に、レセプト分析や住民の受療行動分析を行っ
たが、それを担当する健康医療課に保健師が配置されていな
い。天竜区の地区担当保健師と分析結果は共有されていた
が、保健師が参画するまでには時間を要した。

．本取組・活動の特徴
）浜松版 推進事業の開始を契機とした地域課題へ
の対応策を検討するワーキンググループへの保健師の関わり
天竜区の地域診断後、毎月の医師会との話し合いを重ね

ていった結果、旧市町村である地域毎にワーキンググループをつ
くることになった。同年度にモビリティで様々なサービスをつなぐこと
で持続可能な地域づくりを目指す浜松版 推進事業
（経済産業省のモデル事業）も始まり、これらを機に、令和
年度頃から、各地域の地区担当保健師もワーキンググループ
へ関わり、また、中山間地域における持続可能な医療体制の
構築に向けた実証実験の状況を把握するようになった。なお、
浜松版 推進事業を開始するにあたっては、長野県伊
那市の医療 の実証事業（移動診察車によるモバイル
クリニック事業）が参考にされた。

 中山間地域医療支援事業における住民アンケートの項目
に保健師の意見を反映。また、その結果に基づく課題抽出
における住民の声の反映

 天竜区内の地域毎にアンケートを実施することとなり、アンケー
ト項目が住民にわかりやすいか、地域特有の行動が含まれてい
るかなど住民の声を実際に聞いている保健師の意見を反映さ
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せた。 また、その結果から課題を抽出する際にも保健師が住
民の声を聞き取り、地域特性と結びつけながら検討した。
）天竜区の地域毎のワーキンググループへの参加と雰囲気づ
くり

 天竜区の つの地域について、年度単位で順番に、 ～ ヶ
月に 回、自治会長、民生委員や訪問看護ステーションの職
員の参加も得て、開催した。司会進行は、健康医療課が担っ
ていたが、顔の知れた保健師も参加することで、意見を出しや
すい雰囲気となった。
）中山間地域の健康づくり活動をカバーするために医師会所 

  属の地域支援看護師との役割分担
浜松市では地区担当制をとっている。その中で、天竜区の

水窪地域や佐久間地域の担当保健師は各 人であるため、
地域全体をカバーするのが容易ではない。そこで、地域支援看
護師が奥地に居住する住民へ訪問し、血圧測定やオンライン
診療の補助、健康教育を実施している。各地域のワーキンググ
ループでは、保健師は地域を俯瞰して見る立場で、地域支援
看護師はオンライン診療の補助等をとおして住民の声を得られ
る立場で、参加しており、地域毎に明らかになった課題に対し、
各地域に合わせた解決策を見出すための取組をしている。また、
保健師の活動と重複しないように地域支援看護師と日程を共
有しながら、それぞれ活動している。なお、磐周医師会に在宅
医療 推進事業を委託しており、当該事業により磐周医
師会が地域支援看護師を雇用、現在 名が活躍している。

．取組・活動の成果
・旧市町村の時からの、民生委員や自治会と保健師との間に
培われてきた信頼関係が基盤となり、議論が進み、予算確保
に至り、成果を挙げることができた。
・現在の保健師活動は母子保健の個別指導にかなり重点が
置かれているが、住民の声やアンケート結果に基づき、生活者
の視点に立った地域づくりを議論しながら進めている本取組は、
保健師活動の根幹である地区活動そのものであり、保健師も
しっかり関わりながら進めていく必要がある。

．取組・活動の課題と対応
）医師会やへき地の医療機関の意向も踏まえながら、今後
の医療提供体制について考えていくこと
医師会は地域住民のために、様々な事業を実施し、提供し

たいと考えており、かつ地域の医療機関にも同様に実施してほ
しいと期待している。しかし、へき地の医療機関に所属する医師
のほとんどが高齢であることから医師が限界を感じている。そのた
め、保健師が地域住民の話を聞きながら、どのような医療提供
体制がよいのか、どうあるべきかを、健康医療課と連携して考え
ていくことが必要である。
）本取組の評価 
中山間地域医療支援事業及び在宅医療 推進事業

による取組について、まだ保健師は住民の声を聞き取れていな
いが、実施して終わりではなく、住民の声を聞く等して評価をし、

サイクルを回していく必要がある。
・第３次浜松市中山間地域振興計画（2025 (令和７)年
度～2029 (令和11)年度）の「保健、医療、福祉の確保」に

ついて、現状と課題を踏まえ、今後 年以内の具体的な取組
を地区担当保健師の関わりも得て健康医療課で策定した。
本取組を継続していくためには、計画にしっかりと位置づけること
が重要である。
・中山間地域の旧市町村採用の保健師が退職していく中で、
今後どうあるべきか、人材育成を含めて課題である。
・天竜区水窪地域の終末期在宅医療について、距離があるた
めに当該地域まで対応する訪問看護ステーションがない。サテラ
イトの設置を検討している。

．保健師が地域医療の計画・施策等に関わる必要性
・医療担当部長として保健師が置かれたのは初めてである。医
療計画も担当している。医療政策に保健師が関わる意義は、
医療機関との調整が円滑に進みやすいこと、公衆衛生（保健
施策）と連携を図りながら様々な医療政策を推進できること、
感染症発生時等に薬剤師や獣医師との調整も円滑に進みや
すいことが挙げられる。
・住民の今後の生活状況を見据えて、生活者の視点を持って
保健医療施策を推進するためには、介護保険の基礎的な知
識、訪問看護ステーション等在宅医療・介護を推進するための
社会資源の状況把握、診療所開設の要件、加えて交通政
策や に関する必要最低限の知識等も必要である。生活
者である住民の健康を支えていくためには、保健医療福祉介
護はもちろんのこと、それ以外の分野にも目を向けて連携してい
くことが必要である。
・迫る 年の問題を踏まえ、からみあった課題を解決す
る糸口は、通常業務の中で知り得た医師会や薬剤師会、
医療関係者等との多職種の顔の見える関係づくりが必要で
ある。
・今後、中山間地域の医療提供体制確保に向けては、医
師会等から得られた情報を踏まえ、介護との連携が必要で
あり、サービス提供体制についての法制度の弾力化や規制
緩和の検討等、地方自治体から声を上げる事の責務が課
せられていると感じる。

参考 
・第３次浜松市中山間地域振興計画2025 (令和７)年度
～2029 (令和11)年度 2025（令和7）年4月．  
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/chusankan
/keikaku3rd/all.html 
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活動事例 －福島県－「福島県版健康データベース（ ）を活用した
地域別の健康課題の可視化による市町村及び職域の健康施策への支援」

取組・活動のポイント
 県立医科大学に健康増進センターを設置し、 の管理運営等のセンター業務の検討に保健師も関与
 震災前から本庁主導で実施していた保健所単位の管内市町村地域診断に を活用
 市町村の要請による のオーダーメイド解析を行い、事業展開や評価へ助言
 の活用により地域・職域連携推進協議会で圏域毎の健康課題を共有し健康増進計画の評価及び進行管理

． 年を見据えた福島県の状況
・県民の健康データをもとに地域別の健康課題の可視化を図
り、科学的根拠に基づいた保健事業を実施するために を
構築。

．本取組・活動を必要とする課題
・平成 年 月の東日本大震災後に県民のメタボリックシンド
ローム率及び健康指標の悪化が問題になり、科学的根拠に
基づいた保健活動が必要だと認識され始め、平成 年頃か
ら健康データベース構想が持ち上がった。
・本庁の健康づくり部署において、健康指標を見ながら事業化
を検討していく中で健康増進への対応が十分ではないと認識さ
れた。
・東日本大震災後、浜通り以外は、ほぼ通常の法定業務は
実施されていた。被災した県民は海の方から、原子力発電所
事故の影響がない山の方へ避難し、仮設住宅から借り上げ住
宅や復興公営住宅に入居していたのが平成 年前後であっ
た。漁業や農業に従事していた県民は生活環境・生活習慣が
大きく変化し、結果として健康指標が悪化した。
・原子力発電所事故で被災した県民は居住していた市町村
以外に避難し、どこに住んでいる人がどのような健康状態かわか
らなかった。
・社会保険、例えば協会けんぽの加入率が高い地域の場合、

のデータだけでは住民の情報として十分ではない。協会け
んぽのデータと を併せて住民の 割程度をカバーできるデ
ータベースが必要だということになった。

．本取組・活動の特徴
は平成 年度に構築を開始し、市町村国民健康保

険、全国健康保険協会福島支部、後期高齢者医療広域
連合、地方職員共済組合福島県支部から加入者の匿名加
工情報の提供を受けて、 年分の加入者データを紐付けた医
療、介護、健診の情報を格納。格納した の運用は、福
島県立医科大学健康増進センターへ依頼。

 県立医科大学に健康増進センターを設置し の管理
運営等のセンター業務の検討に保健師も関与

・ の構築開始と同時期に、県立医科大学に健康増進セ
ンターを設置し、 や健康指標の管理を依頼することとなった。
センター設置時には現状の分かる保健師が関わり、センターの
運営、業務、 のあり方、支援業務について検討した。
・健康増進センターには統計学者や大学所属の保健師がいる。

現在は、食生活・食習慣にも課題があるため管理栄養士がい
る。また、本取組とは別に実施している循環器疾患の発症登
録事業のために非常勤の医師が数名いる。

 震災前から本庁主導で実施していた保健所単位の管内
市町村地域診断に を活用

・震災前から地域診断を実施しており、保健師が地域診断の
勉強会を継続的に実施したり、統計資料を集めたりしていた。
本庁で地域診断のベースになるような大枠を作り、参考データ
と併せて保健所へ配っていた。全保健所では総務企画部署で
地域診断をし、それを使って事業を実施することが身に付いて
いた。異動をしても同じ、ある程度ベースになるものがあった。そ
の地域診断に寄せた形の を構築しようということで始まった。
・ を市町村が直接使うというよりは、県型の保健所が管内
の状況を把握するために使うという想定であった。

 市町村の要請による のオーダーメイド解析を行い、事
業展開や評価へ助言

・令和 年度からは経年的に医療レセプトや特定健診のデータ
の解析を行い、分析結果を公表するとともに、市町村の要請に
よるオーダーメイド解析を行い、事業展開や評価への助言等を
実施。
・フルオープンのデータではないため、まずは保健所の職員が読
み解いて、それを市町村に伝えることで進めていた。保健所職
員を対象に、年 回の勉強会を実施していたが、内容がデータ
の読み方だけでは、市町村支援に結びつかない。そこで、令和
年度は本庁が調整し、保健所の担当者、市町村を対象に、

健康増進センターの参加も得て、管内の特徴がわかるデータの
見せ方などデータ利用の勉強会を 回実施。それを踏まえてモ
デルの市町村を設定し活動していく、という方向に進んできた。
） の活用により地域・職域連携推進協議会で圏域毎
の健康課題を共有し健康増進計画の評価及び進行管理
健康指標の経年比較による取組の評価を行い、施策の方

向性の検討や事業の改善に活用。 

．取組・活動の成果
・健康指標データの可視化により、市町村保健師や住民と健
康課題が共有された。
・保健所が管内市町村に対しデータに基づいて当該市町村の
健康課題を説明することによって、原因分析やその対応方法を
保健所と市町村で話し合ったり、事業化を図ったりすることにつ
ながるケースも出てきた。
・働く世代の健康指標データの変化が把握できるようになり、企

 21 



業の健康管理者・衛生管理者・産業保健師と健康課題の共
有が図れるようになった。

．取組・活動の課題と対応
・若手職員等へデータを活用できるよう助言できる人材育
成・支援体制。現任教育と連動したデータの活用。
・人材育成の標準化を図るため、本庁主導の必要性の検
討。
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活動事例 －愛知県－「大規模地震発生に備えた県保健所と市町村が災害時保健活動体制づくりに
協働で取り組むための仕掛けづくり」

取組・活動のポイント
 県保健所と市町村との協働による取組推進のために既存事業を見直す
 研修、訓練、事業を連動させ、各々の サイクルを回す／要を市町村・県保健所の統括保健師とする
 市町村保健師との顔つなぎの場や機会をもつ

． 年を見据えた愛知県の状況
・南海トラフで繰り返し発生する大規模な海溝型地震は、愛
知県に与える影響が極めて大きく、その発生確率や被害規模
から、県としてまず対策を講ずべき対象として考慮する必要があ
る。

．本取組・活動を必要とする課題
・愛知県医療計画課（以下「県庁」とする）は、保健所を後
方支援し、保健所と市町村が相互に必要な情報の伝達、関
係機関との連携、技術的援助の提供等の役割を発揮すること
が求められる。近年、頻発している自然災害の発生を鑑みると、
県保健師と市町村保健師が協働して連携体制の構築等を
図ることは喫緊の課題である。県庁では、県・市町村保健師
（一部政令市除く）を対象に南海トラフ地震等大規模災害
発生に備えて、長年、研修や訓練を実施してきた。しかし、各
所属においては、通常業務の対応以外に時間を取ることが難
しく取組が進んでいない現状があった。災害発生時は組織単
独での対応には限界があるため他組織との連携は不可欠であ
る。「 あいち」で同じ方向を見て取組を進めていくには、県
庁として仕掛けを作っていかなければならないと考えた。

．本取組・活動の特徴
）県保健所と市町村との協働による取組推進のために既存
事業を見直す 
令和４年度に過去の研修会、訓練後のアンケート調査結

果を基に「①研修、訓練を一体的に実施し知識・技術、専門
能力を効果的に習得する」「②所属での取組推進」「③危機
感を持つ」の３つの方向性を定め研修会の内容（①訓練に
必要な内容を講義に追加、②研修後、各職場で訓練で使用
する資料の準備）及び訓練方法（実践型訓練⇒危機感を
持つ）を見直し、さらに、訓練で明らかになった課題を地域で
解決するための方法として、令和５年度から「災害時保健活
動体制整備強化事業」の見直しを図り、
）研修、訓練、事業を連動させ、各々の サイクルを回
す／要を市町村・県保健所の統括保健師とする
 市町村保健師との顔つなぎの場や機会をもつ

．取組・活動の成果
・過去の訓練後アンケートで「今のままでは発災時に対応でき
ない」という意見 はなかったが、実践型訓練を取り入れたことで
「今のままでは対応できない」という意見が半数あった。つまり、
仕掛けづくりの目的の一つである『危機感を持つ』ことにつながっ

た。
・災害時保健活動体制整備強化事業で県保健所ごとに課
題解決のための取り組みを市町村と協働で行った。（地域まる
わかりシート、アクションカードの作成、マニュアルの見直し 等）

．取組・活動の課題と対応
・市町村及び保健所、各々の統括保健師の取組意欲や取
組状況の違いに対し、統括保健師の役割をより一層認識して
もらうこと。
・保健師を 年間採用しなかったため、統括保健師を含めた
次期管理期層がいない。そのため、その次の層を育成していく
必要がある。これは市町村とも共通の課題である。よって、力量
や主体性に拠るのではなく、事業により保健所と市町村をつな
ぐ仕組みをつくること。
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活動事例 －愛知県－「山村過疎地域の町村（特定市町村）に対する
人材確保支援及び地域保健活動支援」

取組・活動のポイント（
 本庁・保健所・特定町村との会議の場を設け人材確保のノウハウ・情報を提供
 令和 年度より特定町村への県保健師派遣
 保健所と市町村による地域保健活動を推進するための事業化

． 年を見据えた愛知県の状況
県内 町村（設楽町、東栄町、豊根村）は山村振興法、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定
地域となっており、特定町村としている。

設楽町・東栄町・豊根村については保健師の確保・定着が
困難なことから、「人材確保支援計画」を策定し、保健師の人
材確保・定着・資質の向上を図り、地域保健活動の円滑な
推進を図っている（特定町村保健師確保定着対策事業）。

各特定町村の人口（ 年 月 日現在）と常勤保健
師数（ 年度）は、設楽町人口 人、常勤保健師数
人、東栄町人口 人、常勤保健師数 人、豊根村人

口 人、常勤保健師数 人（うち 名は他の自治体から
受けいれている保健師）である。

なお、この地域には無医地区、無歯科医地区が複数存在
し、へき地保健医療対策も推進されている。

県内には、西三河北部、西三河南部西及び東三河北部
医療圏の２市３町村に か所の無医地区があり、西三
河北部及び東三河北部医療圏の１市３町村に か
所の無歯科医地区が存在する（令和４年度無医地区
等及び無歯科医地区等調査より）。

． 本取組・活動を必要とする課題
 設楽町・東栄町・豊根村については保健師の確保・定着が
困難な状況にある。

．本取組・活動の特徴
）本庁・保健所・特定町村との会議の場を設け人材確保の

ノウハウ・情報を提供
（特定町村人材確保支援事業の計画および評価事業）

年 回特定町村と県による推進会議があり、そのなかで保
健師の採用方法について情報提供している。具体的には、大
学へのアプローチ方法、他県での奨学金制度等の紹介などを
行った。
）令和 年度より特定町村への県保健師派遣
豊根村から、総合要望及び保健医療局長への要望として、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業が必須事業に
なるにあたり中堅保健師を 年間派遣してほしいという要請が
あった。当初は地方自治法に基づく派遣要請であったが、最終
的には愛知県の市町村への派遣要望に基づく形での派遣とな
った。給料は県負担、家財等の実費は村負担という形態となっ
た。

県の支援内容としては、派遣前は、派遣保健師の選定、派

遣保健師へは面談による支援、村へは住居などの環境整備の
要望を行った。派遣期間中はメールでの連絡、村へ出向いての
面談を行っている。
）保健所と市町村による地域保健活動を推進するための事

業化（地域保健活動推進事業）
毎年特定町村から取り組みたい計画を出してもらい、管轄

保健所と一緒に、企画、実施、評価まで行っている。
）町村の保健活動を する

（地域保健活動 事業）
県のホームページに特定町村の保健活動を紹介し して

いる。町村概要、保健活動の内容、先輩保健師からのメッセ
ージなどを写真付きで掲載している。

．取組・活動の成果
 県保健師の派遣では、現在、豊根村に県保健師 名を派
遣している。豊根村には今年度新任保健師が入り、計 名
（県、新採、他保健師 名）の保健師で活動している。派
遣保健師は新任保健師の指導を行いながら、施設管理や事
務作業も行っている。県保健師の育成という側面もある。

地域保健活動推進事業では、母子保健（産後ケア事業
体制整備、妊産婦・乳幼児歯科保健）、健康づくり（データ
分析、健康日本 町村計画策定支援）、災害時保健活
動（体制整備、保健センター開館時の避難体制づくり）、事
例検討、業務整理などに取り組んできた。

特定町村のなかで保健師の採用ができた町村があった。町
が大学への働きかけをした成果ということであり、県からの情報
提供や 事業の成果といえる。

．取組・活動の課題と対応
保健師派遣については、市町村補佐級の保健師の統括保

健師としての育成支援要請がある。応援保健師の派遣ではな
いため、市町村側に派遣保健師を受け入れる土壌が求められ
る。県としては事務職の派遣も検討している。

地域保健活動推進事業は、町村側に余力がなく、やらされ
感が大きい・やめたいという声があった。町村側に本事業の意義
を感じてもらう必要があり、保健師だけでなく他職種や事務職
も交えて会議を開催した。事業という形を残しておく方が支援し
やすいことは理解してもらえて今後も継続予定である。
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活動事例 －島根県－「しまね健康寿命延伸プロジェクト事業
－健康寿命の延伸に対応するための市町村との協働と庁内連携による健康づくりの取組－」

取組・活動のポイント
 県の最上位計画に位置づけられた健康寿命延伸プロジェクトが推進されるよう本庁保健師が流れをつくる
 庁内連携体制の構築により他の部局の取組に健康づくりをプラスワンしてもらう
 保健所と市町村との協働により健康課題を解決するために、県立大学等の協力も得て開始時から評価体制・評価方

法を決定し本庁保健師が評価を推進
 地域に入り込んだ取組をとおして保健師等の人材育成もねらう

． 年を見据えた島根県の状況
・すべての県民が健康で明るく生きがいを持って生活できる社会
の実現を目指して、平成 年度から県と保健所圏域で、それ
ぞれの健康長寿しまね推進会議を母体に、県民、関係機関・
団体、行政が三位一体となった健康づくりの活動を進めている。
・先達が平成 年よりももっと以前から市町村と住民と保健所
とが協働した取り組みを大事にしてきており、今に至っている。
・全国的にみても高齢化が進行している中で元気な高齢者を
増やしていく必要がある。

．本取組・活動を必要とする課題
・健康福祉部の医療統括監、健康推進課長、健康推進担
当部署で、県の健康課題を整理した。その結果、圏域間の健
康格差の拡大、高齢化や人口減少の進行、高血圧罹患者
が多いこと、塩分摂取量が減っていない生活実態等の課題が
挙がった。併せて、保健事業や個別支援における市町村と保
健所の協働体制の弱体化や若手保健師等の保健従事者の
育成も課題に挙がった。
・健康寿命は向上しているが女性について圏域格差が拡大し
ている。その背景を探るために、現在、保健師や管理栄養士も
所属している県保健環境科学研究所が調査研究をし、多角
的に要因分析をしているところである。

．本取組・活動の特徴
）県の最上位計画に位置づけられた健康寿命延伸プロジェ
クトが推進されるよう本庁保健師が流れをつくる  
現知事が公約に健康寿命の延伸を掲げ、県の最上位計

画である島根創生計画（令和 年度～ 年度まで）に「しま
ね健康寿命延伸プロジェクト」が位置づけられ取組が進められ
た。「しまね健康寿命延伸プロジェクト」は、健康寿命延伸強化
事業（モデル地区活動：７圏域において公民館単位等で
住民主体の健康づくりを展開）、働き盛り世代の健康づくり強
化事業、健康な食環境づくり事業等から成る。本庁の保健師
は、これらの事業が地域を支える人づくりにつながり、全ての政
策に関わるものであることを、本庁内と保健所の両方向に発信
し、理解と協力を得るための調整をして事業推進の流れをつくっ
ていった。
・ 職位毎の会議における説明と意見交換：所長会、統括

保健師の連絡会や健康増進を担当する課長の会議、そ
れぞれで、丁寧に説明し、意見交換をするように努めた。

・ 関係者向けの研修会の開催：健康づくりから地域づくり・ま
ちづくりにつながるよう地域振興担当部署の職員へも声をか
けている。

・ 圏域毎の報告会の開催：住民とともに取り組む本活動に
ついて圏域毎に報告をしてもらう。住民にも登壇してもらい、
良かった点、困った点等を報告してもらい、全体で共有する。

）庁内連携体制の構築により他の部局の取組に健康づくり
をプラスワンしてもらう
知事をトップとした本部会議を設置し、広報担当部門、職

員の健康管理部門、地域振興担当部門や産業担当部門な
ど、全庁的に部局長クラスにメンバーに入ってもらい、部局を超
えた関係部署で一緒に考える体制をつくった。これにより、健康
づくり担当部局だけではできない拡がりを目指し、他の部局の
取組に健康づくりをプラスワンしてもらうという発想で取り組んでい
る。実効性を高めるために事業の担当課長に入ってもらう連絡
会議も年 回開催している。地域においても、地域振興担当
部署の職員と保健所職員が一緒に会議で話し合う等、本プロ
ジェクトにより庁内の連携が図られ、現場も動きやすくなっている。
）市町村との協働

 地域の健康課題解決、住民主体の健康なまちづくり活動を
推進するために、令和２年度より７圏域それぞれにモデル地区
を設け、市町村と協働で支援している。モデル地区は、市町村
の協力が得られるかと、課題を有する地区はどこかなどの視点で
話し合い選定した。

本取組を進めるにあたり、管内市町村の保健師及びその上
司と頻回に話し合った。モデル地区決定後は、市町村の保健
師と保健所の保健師と地区への打診の仕方について頻回に
打合せを行った。地域住民の活動の中核である公民館の館
長へ話をし、協力を得ることから始めるなど地道な活動を積み
上げていった。
）先達の重点地区活動の展開や他自治体の取組を参考
にする
先達の重点地区活動は住民と一緒に健康づくりを進め、好

事例を横展開していくという、本モデル地区活動と近い方法で
非常に参考にした。他県の取組も参考にした。保健所は求め
に応じて市町村に入っていくだけではなく、俯瞰的に市町村に
働きかけていく必要があり、本取組は保健所保健師がその重
要性を理解し、市町村支援と結びつけられたり、そのための力を
つけたりする機会となる。
）開始時から評価体制・評価方法を決定し本庁保健師が
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評価を推進
・プロジェクトの開始時から、何をどう評価していくか、、評価体制、
評価項目（モデル地区活動の取組の柱）や評価方法を決
定し、取組による地域・職員・組織の変化を評価している。また、
評価の結果を上司に挙げている。
・取組の評価は、県立大学、圏域毎の取組に対するアドバイ
ザー、保健所の代表、県保健環境科学研究所、健康推進
課のメンバーで評価する会を年に 、 回設けている。
・保健活動プロセス評価実施要領の策定：モデル地区活動
に関与した職員や組織の意識・行動の変化や、モデル地区に
おける活動の拡がり等を把握し、効果が得られた要因等を分
析することにより、他地区への活動波及や効果的な地区活動
の展開の一助とすることを目的に、健康推進課、県保健環境
科学研究所、県立大学の共同研究を実施している。
① 今後のモデル地区活動の展開方法やアプローチ方法の

促進要因と阻害要因を明らかにし、市町村と保健所の
協働活動や保健師等の人材育成に活用するために、モ
デル地区に関わる市町村・保健所職員を対象に意識・
行動の調査を実施

② モデル地区活動の展開にあたり、市町村や保健所の取
組体制や関係機関との連携等どのような働きかけを行っ
たのかを明らかにし、組織としての地区活動の展開手法
を検討する資料とするためにモデル地区に取り組む市町
村・保健所を対象とした調査を実施

③ モデル地区住民や役員の意識や行動に変化に及ぼした
要因を明らかにし、他地区へ波及するためにモデル地区
の住民や役員を対象とした調査を実施。県立大学の協
力を得て、 圏域の役員に対するフォーカスグループインタ
ビューを実施し、その内容をカテゴリ化しプロセス評価指標
を作成

④ 住民組織が変化した要因を明らかにし、他地区へ波及
するために、地区役員を対象とした調査を実施

 その他、モデル地区の住民に対しては、令和 年度と令和
年度に健康実態調査（健康意識、運動、社会参加、野菜
摂取量、塩分摂取量等）を実施し、住民の健康状態の変
化を評価した。

．取組・活動の成果
・モデル地区は、健康づくり活動に取り組む住民組織があったと
ころもなかったところもあった。組織体があったとしても保健所の関
わりにより、調査に基づき明らかになった健康課題をわかりやすく
伝え、気づきを促し、自分たちができることを考え、前向きに活
動に取り組み、従来の活動にプラスした活動の後押しになった。
また、新たな健康づくり活動のネットワークができたところもあった。
・子育て世代や働き盛り世代への発信に対する課題感は地域
においてもあり、学校との連携や地域のイベントの場を活かすこ
となど、既存の資源も活用して各地域で工夫して活動している。
・ 禍と重なって意識化されても実践できない等のこと
はあったが、健康意識や生活習慣の調査、尿中塩分測定等
から本取組により健康意識の高まり、運動の増加や人との交
流機会の増加が見られている。
・本取組における保健所の市町村への関わりにより、保健所と

市町村の距離が近くなり、また市町村には保健所が関わる意
義や心強さが認識された。
・保健所の若手保健師、そして市町村の保健師も地域へ出
向く楽しさを感じ、地域へ視点を向けられるようになっている。

．取組・活動の課題と対応
・健康意識の高まりに留まらず、行動変容まで至るようにするた
めには継続した息の長い活動をしていく必要がある。令和 年
度までの本取組が市町村に根付き予算も確保して自走できる
よう、県が関わっていく体制が必要である。そのために島根創生
計画 第 期（令和 年度～令和 年度）にも位置づい
た。次期は保健所からの働きかけも得て、新たな地域に拡げて
いきたいと考えている。 期では健康づくり活動を進める地域の
人づくりを強調している。保健所も関わりながら 期の成果も踏
まえて、市町村が中心になって活動できることをねらっている。
・本取組の成果の認識が市町村の担当者に留まっている傾向
があり、当該市町村全体で本取組の重要性が認識され、取
組が拡がっていくように成果の共有等工夫が必要である。本取
組の担当者をバックアップできる組織づくりが必要である。そのた
めに、保健所と県庁担当者の事業連絡会で、本取組について
意見交換をしている。

参考
・健康長寿しまね推進計画（第三次） 令和 （ ）年
月 島根県

・
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活動事例 －滋賀県大津市（保健所設置市）－
「高齢化の進行及び担い手不足の予測に対し

大学・民間事業所や市民ボランティアを巻き込んだ介護予防活動」
取組・活動のポイント

 フレイル予防を目的に大学と協働し、地域の新たな担い手の発掘と育成をする。
 地域での事業化に向けた産学官民連携と行政内連携の体制を構築する。
 コロナ後の地域活性化を目指す多分野事業と連動する。

． 年を見据えた滋賀県大津市の状況
）人口減少と高齢化の進行

・総人口は減少し、高齢者の割合は増加する見込み。
・高齢化率は、 年 ％が、 年に ％に達する
見込み。 歳以上人口における要支援・要介護認定率は

年度 ％と増加傾向で推移。
）日本有数の健康寿命延伸地域

・健康寿命は全国と比較して、男女とも延伸傾向。
・健康推進員の活動は活発で、市内 学区で相互の連絡を 
密にして、食事や運動の面から健康づくりを推進。

．本取組・活動を必要とする課題
）コロナの影響による閉じこもり高齢者の増加、要支援・要

介護者、フレイル増加の恐れ
・新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）に伴う外出自粛
の影響で、要支援から要介護となる高齢者が増加したという
ケアマネジャーの声から要介護認定更新者のデータを分析。

・他都市のコロナ影響調査について情報収集するが、コロナ対
応が長期化したため調査時期と現時点が合わない、自治体
規模が異なり調査結果をそのまま適用できないなどの限界。

・これまでの介護予防の取り組みは、栄養（食）が不十分。
）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が不十分、

人口減少の進行による担い手不足の予測
・介護予防には、高齢者のみならず家族や現役世代の理解と、
様々な関係者が連携し取組む機運の向上が重要。

．本取組・活動の特徴
）フレイル予防を目的に大学と協働し、地域の新たな担い手

となる学生の発掘
・コロナ影響調査を補正予算で実施。調査の結果、おうち時
間が増えた、体力が落ちたとの回答が多数。一方で、工夫し
て料理をするようになったとの回答も。

・外出への恐怖感をもつ高齢者が安心して取り組めるフレイル
予防として、自宅でできる総菜レシピ開発を計画。

・包括連携協定を結ぶ民間企業を通じ、大学教授を紹介して
もらい、管理栄養士を目指す農学部生にレシピ開発を委託。
）地域での事業化に向けた産学官民連携と行政内連携
【事業内容】

・学生が開発したレシピは、たんぱく質が豊富で地元の伝統的
な食材が使用された 品の総菜。そのうち１品は、スーパーマ
ーケットで商品開発され、 店舗で約 か月間販売。

・地域の高齢者の生活を熟知している健康推進員にも参加
してもらい、地区単位でレシピを啓発。
【保健師の活動の特徴】

・保健師がハブとなり、行政、大学、企業、住民が
になるように仕掛け、地域ぐるみで自分事として介護予防に
取り組む機運の向上を図る。そこには、日ごろから住民や関
係者とのつながりを大切にし、信頼関係を築く熱意が基盤に。

・事務職の協力により、“一本釣り”で特定の大学にレシピ開
発を委託するなど、行政内の理解と協力を得る。

・課長（保健師）は、市長、副市長に事業の必要性への理
解と協力を求め、事業化を推進する体制を構築。

 コロナ後の大津市活性化を目指す多分野事業と連動
・開発したレシピを通じたフレイル予防は、コロナで沈む地域の
観光業活性化に向けた事業とマッチ。シニア向け健康講座と
して、市内のホテルなど 会場で約 名の高齢者に開発
したレシピのおかずを入れたお弁当を提供。
・一連の取り組みは、広報課との連携により、地元番組で

。 をきっかけに、レシピの調理工程の動画を作成し、
ホームページに掲載。記者発表、プレスリリースにより、複数
の新聞社に取り上げられ、世代を超えて市民へ拡散。

．取組・活動の成果
高齢者のフレイル予防意識の向上と地域全体への波及

・コロナの影響で外出を控える高齢者に対し、食を通じたフレ
イル予防の意識を高めた。またスーパーマーケットでの惣菜販
売や、健康推進員によるレシピ周知が、多世代への健康意
識向上にも貢献。
担い手となる若い世代の社会貢献と人材育成の推進

・レシピ・商品開発を行った学生は、社会貢献の意義を実感
し、健康支援に取り組む専門職としての意識が向上。

 産学官民との連携による持続可能な活動基盤の形成
・民間の弁当会社と大学との連携により、新たな弁当レシピ
開発が進む。また、市内スポーツ系大学と高齢者が協働す
る機会も創出。

．取組・活動の課題と対応
課題として、レシピの浸透度やフレイル改善を測定する指標

を事業の企画段階で設定していなかった点が挙げられる。しか
しながら、 年を見据えて世代や組織を超えて、地域ぐるみ
で健康を育む基盤を構築したことで、民間企業と大学との連携
や健康推進員による地区単位の啓発が継続される。
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活動事例 －大阪府八尾市（保健所設置市）－
「健康まちづくり科学センターの創設と健康コミュニティづくりの推進
                        健康まちづくりにおける保健師の役割と人材育成 」

取組・活動のポイント
 健康まちづくり科学センター（以下、科学センター）による健診・医療・介護等のデータを用いた小学校区単位の地域診

断「あなたのまちの健康診断」 
 保健師の地区担当制と出張所等との連携で培った信頼関係に基づいた「地域の特性に応じた健康づくりの支援」と地域

診断を活用した住民主体の健康づくり 
 みんなの健康推進プロジェクト（以下、プロジェクト）や庁内保健師連絡会（以下、連絡会）を活用した部局を超えた

連携と保健師の人材育成

1．2040年を見据えた大阪府八尾市の状況 
1）人口減少の本格化：総人口の推計は、 年の

人が 年時点で 人 ▲ )と推計。 
2）少子高齢化の進行：高齢化率は、 年 ％が、

年に ％に達する見込み。出生数は 年
人と減少傾向で推移。一方、死亡数は 人と増加傾向。 
 
2．本取組・活動を必要とする課題 
1）健康寿命に関わるリスク：健康寿命(2018年度)男性：
79.3歳 、女性：83.4 歳。要介護2∼5の原因疾患割合1
位:認知症、2 位:悪性新生物、3 位:脳血管疾患。健康寿
命の延伸に向け、糖尿病・フレイル予防が重点取組。 
2）健康コミュニティづくりの推進：保健師は地区担当制をひき、
2014 年度から 2019 年度まで出張所等に配置。地域の実
情を把握できた反面、客観的データを健康づくり活動に連動す
ること、活動の成果を評価することが課題。  
3）保健師活動・人材育成：2018年度中核市移行、保健
所設置とともに連絡会を設置。2020 年度に人材育成指針、
2022 年度に人材育成プランを作成。2023 年度に保健所に
「保健活動の総合調整等」を位置づけ、統括保健師を配置。
体系的な人材育成体制の整備と保健師の定着が課題。 
 
3．本取組・活動の特徴 
1）科学センター作成「あなたのまちの健康診断」の活用 

科学センターは 2021 年度に設置された司令塔組織(医師
1 人、事務職 3 人、保健師２人、他で構成)。健診・医療・
介護等のデータ（以下、健診等データ）を用いて、市内 28
小学校区別に健康課題の分析を実施。 
2）保健師の地区担当制と出張所等との連携で培った地域と 

の信頼関係に基づいた地域診断を活用した健康づくり 
地区担当保健師は「あなたのまちの健康診断」を地域コミュ

ニティ等と共有することで、住民の関心を喚起し、住民と共に小
学校区ごとに健康づくり計画を作成。PDCA サイクルに沿って、
継続的な住民主体の健康づくりを推進。 
3）プロジェクトや連絡会を活用した部局を超えた連携と保健

師の人材育成 
プロジェクトとして、科学センターで収集・分析したデータを活

用し、健康なまちづくりを目指す部局横断的な会議を立ち上げ、

関係部署との連携を強化。また、連絡会にアドバイザーを設置
し、キャリアラダーの理解を深めるとともに、部局間連携の取組や
外部派遣研修等の学びを共有し、庁内保健師が横のつなが
りをもてるよう取り組む。 

 
4． 取組・活動の成果 
1）健診等データを評価できる体制整備 

科学センターの設置により、KDB 等から健診等データを収
集・分析し、小学校区ごとに評価できる組織体制を整備。
2）「あなたのまちの健康診断」を活用した サイクルに基

づく健康づくりの推進と住民の関心度の向上 
表  地域における健康づくりの取組状況 

（単位：小学校区数） 
 年度 年度 
計画作成 
取組支援 
振り返り 

地域コミュニティへのアンケート調査結果より、健康づくりの関
心度は 度 ％から 年度 ％に上昇。 
3）連絡会を活用した体系的な人材育成の組織体制整備 

キャリアラダーやキャリアシートをもとに、自身の将来像や目標
を明確にし、専門性と実践力を発揮できるよう、新任期から管
理期に至るまでの体系的な人材育成の取組を推進。 

 
5． 取組・活動の課題と対応 
1）保健師のデータ分析能力の維持・向上 

科学センターの保健師が、健診等データを統計的手法によ
り分析するための能力の獲得や維持・向上が課題。 
２）地域診断に基づくPDCAサイクルに沿った取組ができる地 

域の拡大
取組支援は計画未作成を含め全小学校区で実施されて

いるが、計画に基づく取組から評価まで行える小学校区数の
増加が求められる。
３）ジョブローテーションの推進と人材育成の強化 

中核市移行とコロナ禍が重なり、保健師の定着が依然課題。
ジョブローテーションを人材育成の上で重要な経験と位置づけ、
異なる職場で多様な経験を積みながら成長できるキャリアパス
を示し、保健師の定着と人材育成の強化を図る。 
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活動事例 －倉敷市－
「歯の健康格差に対しデータに基づき サイクルを回しながら

ライフコースアプローチを踏まえた歯科保健活動を展開」
取組・活動のポイント

 健康問題やその関連因子に関する疑問から調査により（健康）課題を明確にし、目標及び指標を設定し、調査データ
に基づき評価という サイクルサイクルを回しながらライフコースアプローチを踏まえた歯科保健活動を展開

 歯科医師会、企業、大学や地区組織との連携・協働
 歯科保健を入り口とした保健師・歯科衛生士・栄養士の連携により子どもの健康を支える

． 年を見据えた倉敷市の状況
・生産年齢人口は減少、高齢者は増加傾向、 年をピー
クに人口は減少。
・３歳児でむし歯のない子どもが増加している一方で、４本以
上ものむし歯をもつ子どもの割合は、あまり減少していない。なん
でもかんで食べられる歯の本数の目安は 本以上とされてい
るが、 歳代で３％の人が 本未満。。
・歯周病と糖尿病等の全身の病気との関連が指摘されている
中、歯周ポケットが６ 以上（重度）の人の割合は減少し
ているものの、４～５ （中等度）の人は増加傾向。
・何でもかんで食べられる人の割合は、 歳代を超えて急激に
減少しており、望ましくない生活習慣等の積み重ねが、歯の喪
失や口の機能低下等の問題として表れる年代であると考えら
れる。
・歯科健診（検診）を受診している人は、 本以上の歯を
有する人が多い。しかし、受診している割合は５割に満たない。
・離乳食がつくれない、核家族で相談先がわからないことが母親
のストレスになっている。

．本取組・活動を必要とする課題
・子ども、成人ともに歯の健康格差があり、関心が薄い層への
働きかけが必要。
・近年、小児の口の機能の発達不全も問題視されていることか
ら、ライフコースアプローチの視点を持ち、口の機能の獲得・維
持・向上、口腔ケアの向上について、乳幼児期からの啓発を強
化する必要がある。
・幼児期からの歯科健診（検診）受診の習慣化に向け、さら
に啓発を強化する必要がある。

．本取組・活動の特徴
）健康問題やその関連因子に関する疑問から調査により
（健康）課題を明確にし、目標及び指標を設定し、調査
データに基づき評価という サイクルサイクルを回しなが
らライフコースアプローチを踏まえた歯科保健活動を展開

・市のオリジナル事業として 歳児歯科健康診査を実施。平成
年度からう歯の検査ではなくフッ素塗布へ切り替え。主目的

はかかりつけ歯科医院をもち、定期的に通院してもらうこと。令
和 年度の調査において、 歳以上で歯科医院へ検診へ行
っている人は、どの世代でも、 本以上の歯を有する人の割合
が高く、歯科健診の受診勧奨強化の必要性を確認。

・ 歳児歯科健康診査では親子でかかりつけ歯科医を持つこと
を強調し、母子保健事業の中で家族単位での歯科保健意
識の向上を図っている。また、令和 年度の調査で歯間清掃
補助用具（糸付きようじ・歯間ブラシ）を「常に・時々使用し
ている」人は「使用していない」人に比べて、高齢者において、
本以上の歯を保っている人の割合が高く、将来を見据え、幼
少期からの使用の習慣化を図るよう、啓発を強化する必要性
を確認。 歳児歯科検診で保護者とともに糸付きようじを勧奨。
）歯科医師会との連携・協働

 データにより、課題や保健事業の結果・成果を見える化し、
歯科医師会を動かす。
）企業や大学との連携

 地元大学と包括連携協定、平成 年度には地元の企業と
防災、保健等 項目で地域貢献包括提携協定を締結。平
成 年度から産学官連携事業を開始し、平成 年度からは
さらに拡充。この事業により、生活習慣病予防のために自然に
健康になれる環境づくりに取り組んでいる。若い世代や無関心
層への働きかけとして買い物ついでに気軽に楽しく参加できる測
定体験等を実施し、自分の健康の振り返りと動機づけがねらい。
スタッフとして大学生が参加、大学所有の測定機器を活用。
予算節減にもつながる。その中で、歯科保健に特化した内容も
実施。
）地域組織の協力を得る
愛育委員や栄養委員（食生活改善推進員）等の地域

組織から歯科検診の推進に協力を得ている。
）歯科保健を入り口とした保健師・歯科衛生士・栄養士の

連携
・口腔機能の獲得支援が大きな課題として挙げられ、歯科衛
生士と栄養士との連携による事業を立ち上げている。
・う歯の多い子供たちの現状や生活習慣病に直結する問題が
あり、保健師と歯科衛生とが連携している。また、令和 年度
から健康増進計画と食育推進計画を一本化した。
）保健協議会が定期的に開催され、医療と保健の連携が
図られている。

．取組・活動の成果
・令和 年度には歯科医院でフッ素利用がある児は 歳児健
診で 割強、 歳児健診で約 ％。かかりつけ歯科医院があ
る児も増え、令和 年度には 割を超えている。
・健康増進計画の歯科保健分野の項目について、目標値の

 29 



達成に結び付いている。中間評価、最終評価、それぞれで向
上が認められた。歯科医師からも評価されている。

．取組・活動の課題と対応
・データの融合と示し方が重要であり、個別データと集団のデー
タをうまく組み合わせて示すことが必要。
・データの読み込みと共有が課題である。
・保健師の所属係と歯科衛生士・栄養士の所属係は別であっ
たが、より一層、保健師・歯科衛生士・栄養士の連携・協働を
強化するために、令和 年度からは健康増進係として一緒に
する組織体制とする。

・
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活動事例 －福知山市－「水害常習地での要配慮者の災害時支援の体制づくり」
取組・活動のポイント（ 行～ 行、箇条書きで 点程度）

 災害時要支援者の避難について、点ではなく、面（生活圏域）で支える体制をつくった。
 災害時の対応に悩んでいたケアマネジャーを巻き込み、ケアマネジャーが持つネットワークを生かして、関係機関の協力を得

ていった。
 避難訓練や避難所が開設されるたびにケアプランを実行することで、課題が分かり、改善に取り組むことができる。

． 年を見据えた京都府福知山市の状況
 ここ 年で 回の水害があるほど水害の常習地であることか
ら、市長を始め、災害対応について非常に関心が高い。

．本取組・活動を必要とする課題
 水害常習地での災害時避難について、要支援者（当事
者・家族）の中には避難を諦め、逃げない選択をしている人が
いた。そのため、要配慮者を避難させる具体的な方法、プラン
の作成、体制づくりを進めていく必要があった。

初年度に市で災害時ケアプランを市内から 事例選定し
立案したが、誰がどのように避難所まで運び、ケアをするのかとい
うケアプラン運用上の課題が明らかになった。

．本取組・活動の特徴
 年目は、水害常習地から一地区（中学校区）をモデル
地区とし、地区内で「面で支える」ことを目指し、避難が実際に
難しい方全員のケアプランを作成、地域体制づくりを行った。
） 災害時の対応に悩む専門職（ケアマネジャー）を巻き込

む
 水害常習地で地域住民の意識も高く、ケアマネジャーは悩ん
でいたため、本活動に積極的に協力してくれた。また、福祉専
門職（ケアマンジャー）と危機管理専門家とが協働し互いの
刺激になって、取り組みが一層進んだ。
） ケアプラン対象者の選定基準の見直し
誰を対象にケアプランを立てるかを見直し、実際に避難が難

しい方を対象とできるよう、生活を捉えリスクの高い方を選定す
るよう、ケアマネジャーに対象者選定への協力を求めた。
） 福祉と健康危機専門家による同行訪問
ケアマネジャーと危機管理専門家による家庭訪問を全対象

者に行い、ケアプランを検討・立案した。また、家族に依頼して、
できる限り家族同席のもと家庭訪問を行った。
） ケアプランの共有（民生委員、自治会長、消防団）

 地域で主に危機管理を扱うのは自治会であることから、自治
会長と民生委員とつながることで、地域の力を引き出すことがで
きた。地域の主要な人物や消防団との共有もしやすくなった。
） 避難訓練をしたり避難所開設のたびにケアプランの実行・

評価・改善
 避難所が開設される都度実際にケアプランに沿って実行しよ
うとすると移送に課題があったり、避難をためらう人がいたりするこ
とがわかり、改善点が明確になった。
） ケアマネジャーや地域住民のネットワークを生かし、平常時

の支え合いの仕組みづくりへ
ケアマネジャーのネットワークから法人とつながりやすくなった。ま

た、平常時から利用できる支え合いの仕組み（有償ボランティ
ア事業）を活用したり、福祉有償運送の団体に移送業務を
委託したり、社協へ避難所での見守りサポーターの業務を委託
することで地域内でのサポーター養成につながったりした。
） 災害時利用可能な資源の洗い出しと協力依頼
関係機関（入所施設等）の防災意識の高まりに合わせて、

災害時未使用空間や車両の洗い出しを行い、災害時の協力
を依頼した。
） 内閣府モデル事業を通したネットワークの拡大
内閣府モデル事業を行ったことで、保健師では繋がりにくい、

領域の専門家や機関とのネットワークができた。

．取組・活動の成果
） 災害時要支援者の避難について、点ではなく、面（生

活圏域内）で支える体制をつくった。
） 避難だけでなく、避難後の避難所での過ごし方、平常時

から支え合える仕組みをつくれた。
） 避難所が開設されるたびにケアプランを実行することで、

課題の明確化と改善に取り組むことができている。

．取組・活動の課題と対応
） 共助・自助をいかに伸ばすか
市内で想定される公助による支援が必要な全対象 人。

モデル地区は地域のつながり強く、行政への依存が低い地域で
あったが、市内には住民間のつながりが薄く、行政への依存が
高い地区もある。市内全域で要支援者の避難を達成するには、
自助・共助が必要で、いかに高めるかが課題である。
） 対象者への避難呼びかけのシステム化
現在は避難所開設決定後対象者に電話で呼びかけている

が、時間もかかり、限界がある。携帯電話を使用できない高齢
者にいかに効率よく呼びかけるか、システム化に向けた検討と運
用が課題である。
） ケアプラン対象者の随時更新

 対象者は高齢者が多く、入所や死亡などにより対象外となる
ことも多い。いつ災害が起こっても対応できるよう、随時更新す
る必要がある。
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活動事例 －兵庫県西脇市－ 
「健康無関心層が大半、外来総医療費の 位は糖尿病に対し自然と健康になれる都市づくり」
取組・活動のポイント

 健幸都市実現をコンセプトにした市庁舎の建て替えと健康調査をベースにした を意識した計画策定。
 健幸都市のデザインとシステムを多種多様な関係機関と協働して構築。
 医師会との密な連携によるターゲット（ハイリスク層と健康無関心層）を明確にした働きかけ。

． 年を見据えた兵庫県西脇市の状況
）人口減少の本格化：総人口の推計は、 年の

人が 年には 人に減少する見込み。
）少子高齢化の進行：高齢化率は 年に ％に達

し、 年と比較して ポイント増加する見込み。あわせて、
出生数については、 年度までは 人を超えて推移して
いたが、 年度に 人となって以降、 年度の
人、 年度の 人と急激に減少。
）高齢者世帯数の増加： 年以降、 歳以上がいな

い世帯が減少する一方で、高齢者夫婦のみの世帯、高齢者
単身世帯が増加しており、高齢化の進行の影響がうかがえる。
「総世帯数」に占める「高齢者夫婦のみ世帯と高齢者単身世
帯」の合計割合は、 年に ％まで上昇しており、高齢
者のみで構成されている世帯が増加してきている。

．本取組・活動を必要とする課題
）健康無関心層が大半：ヘルスリテラシーが高い人の割合

は ％約 割は健康無関心層 。
）孤立化リスク：地域活動への参加状況は「参加している」

の割合が ％、 歳以上人口に対する通いの場週 回
の参加割合 ％である。
）生活習慣病重症化のリスク：外来における総医療費の第

１位は国民健康保険、後期高齢者医療ともに糖尿病である。
また、生活習慣病の千人あたりレセプト件数の上位は、高血
圧症、糖尿病、脂質異常症となっており、県や国よりも高い。
）フレイルリスク：後期高齢者医療における入院にかかる総

医療費の第 位は骨折。新規要介護認定申請理由 要支
援 は、下肢筋力低下が多い。
）平均寿命と健康寿命の差 健康寿命 ：介護保険の要

介護２～要介護５を不健康な状態とする 、男性 において
西脇市 年、兵庫県 年、女性において西脇市 年、
兵庫県 年である。

．本取組・活動の特徴
） 健幸都市実現をコンセプトにした市庁舎の建て替えと健

康調査をベースにした を意識した計画策定
市長の構想により、新庁舎の建て替えコンセプトに『「健幸

都市」の実現』を含むことを決定。ポピュレーションアプローチや
医療連携の視点からもオリナス（「市庁舎」、「市民交流施
設」、地元医師会等が入居する「健康福祉連携施設」）が
整備されている。また、本取組を実施するにあたり、

（ ）の理念に基づき、健康調
査を行いそれに基づいて、住民の健康に関わるニーズを拾い
上げている。さらに、後述の健幸運動教室 、健幸ポイン

ト事業等はイノベーター理論を用いて実施・評価しており、
サイクルを踏まえた取組を展開している。

） 健幸都市のデザインとシステムを多種多様な関係機関と
協働して構築

健幸都市の実現に向け、医師会、歯科医師会、薬剤師
会への説明を繰り返し実施することにより、健幸都市という概念
の共通理解を得ている。健幸アンバサダーの養成・健幸運動
教室 ・健幸ポイント事業を新設。本取組においては、①
医師会、②歯科医師会、③薬剤師会、④大学、⑤大学発
ベンチャー企業といった多種多様な関係機関との協働が図られ
ている。具体的には、下記 - を実践している（①～⑤は共
同先を表す）。

 健康調査の実施・取組の効果検証：④⑤
 チラシの配布・掲示：①②③
 がん検診受診勧奨：①
 保健事業・介護予防事業参加勧奨：①

健幸運動教室 ・健幸ポイント事業・糖尿病性腎
症重症化予防事業：①

 運動可否判定書・保健指導指示書作成：①
健幸運動教室 ，糖尿病性腎症重症化予防事業

 糖尿病対策協議会：①③
） 医師会との密な連携によるターゲット（ハイリスク層と健康

無関心層）を明確にした働きかけ
 ハイリスク者支援
重症化予防糖尿病重症化予防事業等 として、糖尿病重

症化のリスクが高い人々に、糖尿病専門医との共同で重点的
なアプローチを実施

 健康無関心層への働きかけ
健康無関心層と保健師は接点を作るのが難しいが、健康

無関心層でも、かかりつけ医からの説明だと保健事業へ関心を
持つ人々がいる。その層へアプローチするために、かかりつけ医か
ら保健事業・介護予防事業参加を勧奨している。

．取組・活動の成果
年度 健幸運動教室 ・健幸ポイント事業の成果

）事業の参加人数（ ）内は目標
事業

ポイント
目標達成率 ％ ％ ％
）医療費・介護給付費抑制効果分析の結果
年間 人当たり医療費＋介護給付費が、 年間の参加で

万円抑制「 ＋ポイント事業」参加者の場合
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．取組・活動の課題と対応
健幸運動教室可否判定書作成、がん検診受診勧奨、保

健事業への接続等 医療機関から協力が得られているが、協
力体制の持続と拡大のため、医師会および各医療機関と顔の
見える関係づくりの強化を目指す。
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活動事例  島根県雲南市
「地域を基盤に発展させた既存事業を多機能化し，高齢者の保健福祉を一体的に推進」

取組・活動のポイント
 市直営の実践的シンクタンク「身体教育医学研究所うんなん 以下研究所 」の支援の下に考案したご当地体操と合わ

せ、地域自主組織や地域運動指導員と共に、体操事業を地域ベースで普及展開してきた
 この体操事業をベースに保健事業と介護予防の一体的事業（以下一体的事業）や生活支援体制整備事業（以下

体制整備事業）を展開するなど、既存事業に多機能をもたせるとともに事業間を連動させて展開する
 小学校区や公民館区単位の小規模多機能自治推進の市政方針を背景に、地域自治の素地を活かして展開する

． 年を見据えた島根県雲南市の状況
）高齢化の進展及び高齢者独居世帯の増加：令和

（ ）年 人、団塊ジュニア世代が 歳となる令和
（ ）年には現役世代が急減して 人になる推

定。高齢化率は、令和 （ ）年 であり、島根県・
全国と比較して高い。高齢化率は令和 （ ）年

になることが推計されている。年少人口割合は ％
（令和 ）と県平均を下回っている。高齢者の独居が増加し
てきており、地域との接点の希薄化が危惧される。
．本取組・活動を必要とする課題
 高齢者向けの体操を普及拡大： 歳の平均自立期間

（日常生活に介護を要する状態でなく自立した生活を送るこ
とが期待できる期間）が県平均よりも長い一方で、研究所に
よる調査から農作業従事者が多く、足腰に痛みをかかえている
高齢者が多いことが明らかとなった。ストレッチに圏域のリハビリ職
が考案した筋力増強運動を加えた「うんなん幸雲体操」を、地
域に普及させてきた。週 回以上継続的に体操を行う自主グ
ループに対し、物品の貸出しや体操方法の指導を行い、体操
に取り組む自主グループの拡大を図ってきた。

地域自主活動の担い手となる元気な高齢者の市外転
出：高齢者が元気なうちに子供世代の近くへ転出する傾向が
あり、地域活動の担い手不足にもつながっている。
．本取組・活動の特徴
）体操事業を一体的事業に位置付け、既存事業・新規事

業を効果的に連動させる
年度より一体的事業を開始した。体操を行う場を活かし

てフレイル予防の健康教育や高齢者実態把握事業を実施し、
把握したハイリスク者を他の保健指導メニューにつなげる、保健
指導終了後は再び体操事業の継続参加につながる、というよ
うに、既存事業と新規事業が連動するように組み換えた。市で
行っている高齢者の保健・介護予防事業の全体像をポンチ絵
で整理し、事業間の連動を表現し、担当者間で共有して展
開している。
）市直営シンクタンクの支援による事業評価・精度管理

うんなん幸雲体操の検討会を開催して、リハビリ職や研究所と
の協働で評価・精度管理を行っている。体操が参加者個々の
フレイル予防につながったかを判定する基準を、研究所の指導
の下に作成し、これをもとに個別の評価資料としている。
）地域自主組織と地域包括ケアの目標を共有し施策の枠

を超えて横軸展開

体操事業の主要な担い手は、地域自主組織の福祉を担う福
祉推進委員。福祉推進委員は、体制整備事業の第二層コ
ーディネーターを担っている。そこで一体的事業も体制整備事
業も目指すところは地域包括ケアであると位置づけ、双方の事
業を連動して展開している。福祉推進委員より、体操に参加
しない高齢者がいるという情報を得て、保健師が一体的事業
でアウトリーチし、その結果を体制整備事業の関係者で共有す
る。課題解決には、第一層コーディネーターとともに体操の場の
みでなく住民らによる見守り活動などとも連携し、縦割りの施策
の枠を超えて活動を展開している。
．取組・活動の成果
）うんなん幸雲体操の実績

うんなん幸雲体操は市内 か所以上、総勢 人が実践
中で、高齢者人口の まで拡大している。
）うんなん幸雲体操のアウトカム

・体操 回目と か月後に実施している体力測定の結果を分
析した結果、体操参加者の歩行速度、握力の維持やフレイル
の改善が認められている。
・体操の普及は、交流の場や見守りの場ともなっている。
） 既存事業を核とした一体的事業実施による切れ目のない

健康づくり介護予防を推進
・ポピュレーションアプローチの体操とスクリーニングの健診とハイリ
スクのフレイル予防の事業が循環する体制が整いつつある。
．取組・活動の課題と対応

地域自主組織による活動の担い手の維持が課題
前期高齢者の市外への流出や、定年延長などにより、自主組
織などの担い手不足が課題である。 人の人や つの組織に
負担がかからないような仕組みが大事であり、それを既に実施し
ているモデル的自主組織の他組織への展開を模索している。

市保健師の人材育成
地域自主組織と協働して活動を展開してきた熟練保健師の
活動を若手保健師に伝承していくことが重要な課題である。
保健関係者定例会を月に 回開催し、これは人材育成も兼
ねている。地域の課題解決に向けて、部署横断的に保健関
係者が一堂に会し、健康増進実施計画、地域の健康づくり、
地域診断健康危機管理などをテーマに検討や勉強会を行って
いる。県内でも早い段階で、市独自の人材育成のガイドライン、
キャリアラダーを作成し、専門職面談も組み入れることで、客観
的評価および保健師の力量形成を図っている。
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活動事例  兵庫県養父市
「異分野とともに専門職・市民の二層の人づくり・まちづくりをデザインする」

取組・活動のポイント
 高齢者実態把握調査の経年実施により介護予防事業を評価し、ターゲット層を明確化
 社会的処方のしくみづくりの構想企画段階から、医療福祉外の異分野が参加したチームで検討
 デザイン性を取り入れ、専門職と市民の二層の人づくりと地域資源開発からまちづくりへ

． 年を見据えた兵庫県養父市の状況
）人口減少の本格化：人口減少が加速度的にすすみ、

年には 万人をわりこみ、 年に半減するとの予測。
）少子高齢化の進行：高齢化率は ％（

年）。高齢者が介護が必要となる状態を減らすことが喫緊の
課題。・独居、高齢者のみの世帯の増加。
．本取組・活動を必要とする課題
 年開始の地域を基盤にした介護予防事業の

評価から見えてきた課題： 年より研究機関の協力
を得て 年毎に実施している高齢者の実態把握調査介護認
定を受けていない高齢者に悉皆調査を行い、 年か
ら開始した介護予防事業の評価を継続している。取り組み開
始後 年の評価結果より、地域での介護予防の取り組みは
拡大したが、もともと健康的なライフスタイルで地域とのつながり
がある高齢者が参加する傾向にあることがみえてきた。

コロナ禍による高齢者の社会的孤立拡大の影響：
年の高齢者調査結果から、コロナ禍の影響で、同居

家族以外との交流頻度が週 回未満という社会的孤立者の
割合が顕著に増加し、要介護認定を受けるリスクが、低所得
かつ社会的孤立有りの場合に最も高いことが示された。リスクが
高いターゲット層 孤立あり・低所得 は、 ％がかかりつけ医をも
っており、 割の者が、「やってみたい活動がある」と回答していた。
．本取組・活動の特徴
）ハイリスクターゲット層の特性を踏まえ、かかりつけ医との連

携による社会的処方のしくみづくり
・医療機関を受診した際に、生活状況等が気になる患者を、
かかりつけ医からリンクワーカ―に相談支援依頼があり、リンクワ
ーカ―が個々の生活環境や意向に応じて社会資源等（つな
ぎ先）と調整（社会的処方）を行い、社会生活を改善する。
結果はかかりつけ医にフィードバックする。
・市内医師とは、コロナワクチン接種事業などを通して顔の見え
る関係が構築されており、市内 医療機関すべてに主管課
長とともに個別に訪問し、事業趣旨を説明し協力を得た。概ね
良好な反応で、ねぎらいの言葉ももらった。

）「つながりで健康になる」の考え方を共有する専門職リンク
ワーカー（ヘルスコネクター）の養成
・社会的処方のしくみづくりは規制改革の経験がある事務職や
まちづくり専門家も参加するチームで企画段階から検討。

年度から、市内事業所等医療福祉専門職を対象
に、リンクワーカー養成研修に取り組んだ。講座では、デザイン性
ゲーム性を取り入れた活動のツール（リンクワーカーガイドブック、
活動の振り返りを促すリンクワーカーの要素カードなど）を作成。

研修を通し「つなぎ先」の発掘と見える化が必要と認識を新た
にし、住民向け社会的処方ポータルサイト「つながる  」
を作成。
）医療福祉に限定しない異分野人材の発掘と育成を通じた

「つなぎ先」の開拓
・医療福祉に限定せず地域のために何かしたいと思っている人
の市民活動を支援する講座「まちのおもろいたのしい活動の始
め方」「無理しない地域づくりの学校 養父 カレッジ」
を開催。地域のプレイヤーを増やし保健師だけではできない地
域づくりを、まちづくりコーディネーターと共に取り組み、社会的処
方が必要な対象の「つなぎ先」を発掘し開拓する。
・まちづくりコーディネーター及び庁内他部署と共に重層的支援
体制整備事業の活用を検討中。
．取組・活動の成果
）社会的処方の紹介件数

社会的処方紹介件数（ 年 月～ 年
月：医療機関 件、歯科医療機関 件、庁内から 件

重層的支援体制整備事業における参加支援事業
相談を受けて参加支援につながった人数： 年
人（見込み）、 年は 人目標。ポータルサイトに
登録されている繋ぎ先団体は、 団体。
）リンクワーカ―養成実績

リンクワーカ―養成研修の参加者（実人数）： 年
名（うち専門職 名）、 年 名（うち専門

職 名）。専門職リンクワーカ―の受講者は、看護師、ケア
マネジャー、相談支援専門員などである。
）アウトカム評価

今後の高齢者実態把握調査で成果を評価する予定。
年 月につなぎ先団体へアンケート調査実施予定で、

問い合わせの有無や参加者の増加などを調査する。 
．取組・活動の課題と対応
）医療福祉以外の部局も含めた庁内連携

子どもから高齢者まで含めた住みやすい地域づくりのためには、
様々な庁内部局が心を同じにして取り組めるようにしていくこと
が課題。「つながりでだれもが健康になるまちづくり」の必要性と
成果を庁内含めいろいろな分野に発信していくことが重要。
）次世代保健師の育成

分散配置の中、所属部局を超えて課題と取り組みを共有する
ため、保健師庁内連絡会を月 回開催している。「
カレッジ」のような専門外の地域活動への参加が視野を拡げ、
新たなつながりから新たなアイデアが生まれ、保健師活動に活き
ることを伝えたい。
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活動事例 －肝付町－「 の活用により高齢者等の困り事に対応する取組が
人口減少が進んでも住民同士の交流、オンライン相談や看取りの実現へ」

取組・活動のポイント
 当事者の生活と困りごとにあった機器を選定・導入し、困りごとの解決に役立てる取り組みを模索する
 現在の問題解決だけでなく、 機器の使用経験が未来の健康課題の解決に役立つという波及効果もある

． 年を見据えた肝付町の状況
 海あり山あり谷あり、町内は車で移動しても南北に 時間、
東西に 分かかる。医療機関は病院（ 床 か所、 床

か所）と僻地診療所がある。人口減少に伴い、隣家が遠く
なり、電話では話すけれども、何年も会っていないという高齢化
率 ％の集落もある。集落内の住民の顔が見たいという要
望があるほどである。自治会長は民生委員や消防団員など複
数の役職を一人で担っており、仕事をしながら住民の様子を見
守るため負担は大きい。現在は町内全域に光ファイバーが整
備されている。

．本取組・活動を必要とする課題
 東日本大震災時にある集落に津波注意警報が出た。一件
ずつ電話し避難を呼びかけたが、避難の必要性と避難場所を
理解してもらうのに一件あたり 分かかり、全家庭に避難を呼
びかけ終わった時には津波到達予想時刻を過ぎていた。この方
法では住民を救うことはできない。テレビ電話などを使用すれば、
知っている人から視覚情報と一緒に伝えることができ、避難にか
かる時間を短縮できるのではないかと考えた。

．本取組・活動の特徴
） 高齢化率 ％の限界集落に導入したテレビ電話事業

により人と繋がり続けることが生きる力を支えることを確認
限界集落の高齢者は互いに会いたい・心配しているかもとい

う思いがあり、その高齢者のニーズを充足できるようテレビ電話を
限界集落に導入した。機器の選定では高齢者のカメラへの抵
抗感に配慮した。さらに、テレビ電話の番号と固定電話の番号
は同じにしたり、週一回保健師からかけたり、介護保険サービス
利用者はヘルパーに友達のところにかけてもらったりするなどを、
高齢者が利用に馴染むまで継続した。

同じ町内でも集落により生活環境は大きく異なる。限界集
落に行ったことがないという、市街地の町民も少なくない。イベン
トして町内ツアーを行い、町民に集落間格差に気づいてもらい、
限界集落に 機器導入を図る必要があることを理解しても
らうようにした。この取り組みにより人と繋がり続けることが生きる
力を支えることが可能となったが、サーバーの更新に費用が掛か
ることになり、それを機に終了した。
） 介護予防事業としてﾊｲｶﾗｼ゙ ﾊー゙ ｰの 講座を と

の共同で実施
テレビ電話事業の学びと、スマートフォンやタブレットが普及し

始めていたことから、介護予防に を活用することにした。
肝付情報化推進センターと協働し、介護予防事業とし

て 講座を開催した。それまでは介護施設に入所すると地
域住民とのつながりや交流が絶たれがちであったが、高齢者同

士で を利用できるようになり、寂しい思いをしなくて済んだ、
生きる力を取り戻せたという感想があった。
） 当事者と支援者が災害について考えることを意図した有

事に備えるｽﾏﾎｱﾌ゚ ﾘ実証実験フィールドを提供
これまでの活動を広く紹介するようになり、新たな縁がつながり、

当事者参画型災害備えシステム（アプリ）の実証実験に、町
としてフィールドを提供することになった。

アプリを利用した避難訓練では、当事者が、障害担当職員、
訪問看護師、防災担当職員、消防や警察などの支援者と対
話することができ、これは実証実験のメリットであった。
） コロナ禍で民間事業を活用する高齢者見守り等 助

成事業
コロナ禍で住民間の家を行き来することが難しくなり、また、帰

省にリスクが伴うようになり、高齢者に不安や抑うつ、フレイルの
進行がみられるようになった。そこで、町内に三親等以内の親
族がいない高齢者を対象に、民間の 見守り機器導入へ
の助成事業を開始した。

不安を持ち見守りたいと思うのは家族で、高齢者本人は不
安を感じてないこともあった。また、機器の利用に慣れるまで寄り
添わないと活用されない現状がある。

．取組・活動の成果
テレビ電話事業やアプリの実証実験などのように、導入は一

時期でその後使用しなくなったとしても、町やコミュニティをいろん
な人に知ってもらったり、高齢者が実証実験スタッフと交流し楽
しんでもらうことにもなったりしたため、波及効果が高かった。テレ
ビ電話の利用経験のある高齢者が、のちに遠隔診療を不安な
く受け入れることができるようになり、限界集落で初めて在宅看
取りが実現した。新しい技術の体験が、未来のニーズの解決に
つながったといえる。

．取組・活動の課題と対応
） 機器の更新にかかるコストの財源確保
住民は第 次産業従事者が多く、所得が少ない。助成にも

限界がある。コスト面から、導入や継続が困難になる。
）自宅に駆け付ける人への警戒感
見守り 機器では非常時に警備会社職員が自宅に駆

け付ける体制となっている。その職員と顔なじみでないことが、導
入拒否の一つの要因になっている。
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活動事例 －東栄町－「小児科医確保が困難な状況に対し
乳幼児健診を近隣町村と合同実施する仕組みをつくり貴重な小児科医診察の場を確保」

取組・活動のポイント
 小児科医に依頼ができなくなったことをきっかけに、近隣町村合同で医療機関から小児科医を輪番で従事して健診を実

施する仕組みをつくった。
 乳幼児と保護者にとって乳幼児健診で小児科医の診察を受けられる貴重な機会を確保した。
 健診方法の統一化はあえて目指さず、地域特性に応じた実施を継続している。

． 年を見据えた愛知県北設楽郡東栄町の状況
 町内の医療機関は、国保診療所と歯科診療所が 件で、 
小児科医は勤務していない。東栄町管轄の保健所管内の小
児科医は、非常勤であったり、高齢であったりするため、町民が
小児科医の診察を受けるためには、車で 時間くらいかけて他
自治体へ行く状況である。

日ごろから、近隣市町村の子どもが町内の子育て支援セン
ターに遊びに来ていることもあり、近隣地域には「郡内の子どもは
（居住する町村に関わらず）みんなで育てていこう」という雰囲
気がある。

．本取組・活動を必要とする課題
 令和 年秋に、健診時に依頼していた小児科医が急病で健
診に従事できなくなった。年度内に予定していた健診は、１回
のみ、という条件付きで近隣の小児科医に依頼できたが、同年

月末に、次年度の従事も困難である連絡が入った。
町民にとって、健診時の小児科医の診察は貴重な機会であ

るため、令和５年度以降は、別の小児科医を探す方針とした。
町内国保診療所や管轄保健所、医師会、県のへき地医療
担当部署の助言を得ながら、同じ小児科医に依頼していた自
治体や非常勤で外来診療している医師に依頼していた自治
体とともに、合同で乳幼児健診を実施する方法も検討した。た
だし、 人の小児科医に依頼すると、今回と同様の課題が発
生する恐れがあった。 

．本取組・活動の特徴
 住民の生活圏域の実態に即した広域連携
独自で小児科医を依頼できた自治体や、幼児は内科医に

依頼した自治体、乳児は他自治体の医療機関での個別健
診に切り替えた自治体もあり、結果的に、令和５年度からは、
東栄町と 自治体の２つの自治体で、幼児健診を合同で行
うことになった。
）安定した事業運営のために小児科医が複数在籍している
医療機関へ依頼、小児科医は輪番制
安定した事業運営のために、医療機関から小児科医が輪

番で従事する仕組みにした。
）地域特性を踏まえた事業運営

 自治体によって健診従事者や方法（事前問診か当日問診
か、使用する問診票）などに違いはあったが、地域特性に合わ
せて実施してきた経緯があるため、あえて、統一しないことにした。
 問診や診察は各自治体の保健師が担当し、個別支援の機

会を作っている。
 日頃から保健師が事務全般を担い、近隣市町村の事業
や事業関係者・手続きを知っていたことが功を奏した円滑な
他市町村との調整

庁内や近隣自治体との協働体制
  迅速に体制を構築する必要があったため、上司には随時、
経緯経過を詳細に報告し、上司が庁内決裁を進める際や近
隣自治体職員と話をする際にも齟齬なく進められた。日ごろか
ら保健師が事務全般を担っているため、近隣自治体の事業や、
事業に関係する人・手続きを知っていたことが功を奏した。

．取組・活動の成果
）乳幼児健診における小児科医診察の継続

 保健所管内では希少な小児科医診察の機会を安定した仕
組みで継続できた。
）支出割合の減少

 費用は総額の ずつは各自治体、 は人数割りにし、支
出割は合同開始前よりも減少した。

．取組・活動の課題と対応
）安全確保の難しさ
受診者数は増加したが、従来の従事者全員が継続従事し

ていないため、会場の安全確保にはギリギリの人数である。
自治体は乳児健診会場までの距離や集団健診の利益

を考えて、数年後は乳児も合同健診にしたい希望を持っている。
そのため、今後はさらなる従事者数が必要である。

対応として、会場を受診者と保護者がみずから巡回できるよ
うにレイアウトを変更した。また、保健師しかできないことは、母
子手帳返却時の保健指導と診察時の介助であると考えたため、
集団教育を保育士に依頼したり、人が交代しても仕事を遂行
できるような手順にしたり工夫をしている。

運営方法の調整
 健診回数は、東栄町は年６回、 自治体は 回で行っ
ていたため、合同になってからは、 回にした。東栄町は回数が
減ったため、各児の月齢を考慮して、健診受診時期の決定に
難しさを感じるようになった。

日程調整の難しさ
非常勤従事者や職員は他の仕事と掛け持ちをしているため、

従事者確保のため次年度の健診日程を早めに決定し伝えて
いる。
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